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序文

大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗が不特定多数の顧客を集め、大量の商品等の

流通の要となる施設であり、また、生活利便施設として生活空間から一定の範囲内に立地

、 （ 「 」 。）するという特性を有することに着目し 大規模小売店舗の設置者 以下 設置者 という

に対し特に周辺の生活環境の保持に配慮し、対応可能かつ合理的な範囲内で対応を求める

ものである。

（解説）

○ 「序文」は、大規模小売店舗立地法（大店立地法）及び指針の趣旨・位置づけを確認する

ものであり、その詳細については「指針策定に当たって」において記述されているとおりで

ある。指針の内容としては「一 基本的な事項」以降が法定されているものであり、序文は

特段の法的効果・位置づけを有するものではないが、指針が独立の文書として告示されるも

のであることから、指針の記述内容についての理解を助けるため必要最小限の序文を付した

ものである。

○ 前段は、大規模小売店舗が他の施設と比して生活環境に大きな影響を与え得るものである

ことから、そうした特性に応じて対応を求めるものであることを記述したものである。例え

ば、電波障害の問題等は大型店の特性によるものではなく、むしろ高層ビル一般の問題であ

るため、本指針の範囲外となっている。

○ 後段は、大店立地法の規制対象者が設置者であること、また、その設置者が合理的に対応

すべき範囲内で配慮を求めるものであることを明示したものである。

本指針は、設置者が具体的に如何なる範囲でその責任を果たすことが求められているの

かを示すものであり、設置者によってその趣旨と内容が十分に理解されることが必要であ

る。同時に、本指針は、大規模小売店舗立地法の運用に当たる都道府県、政令指定都市は

もとより地域の住民等にとっても、判断のよりどころになるものである。これら関係者に

おいても、大規模小売店舗立地法及び本指針のかかる趣旨、目的が十分に認識されること

が不可欠であり、需給調整的な運用が行われることはもちろん、本指針の範囲を超えた負

担を設置者に求めるようなことがあってはならない。

（解説）

○ 本指針の位置づけを確認する部分である。

、 。○ 法律上 指針は設置者が生活環境の保持について配慮すべき事項を明確にするものである

また、都道府県等が意見を述べ、勧告を行う際には指針を「勘案」することとなっている。

当然、当初届出に対して住民等が意見を述べる際にもこの指針の内容に沿って意見を述べる

こととなることが想定される 「判断のよりどころ」とは、このような位置づけを示す言葉。

として用いられている。

○ 法及び指針の趣旨・目的が十分に理解されることは、法の的確な運用に不可欠である。特

に、法第１３条にうたわれている「需給調整の禁止 「上乗せ規制の禁止」について注意」、

を喚起しているところである。
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平成９年１２月の産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議会流通小委員会合同会議

の中間答申において 「大型店の出店に際しては、交通・環境問題への対応、計画的な地、

域づくりとの整合性の確保等の観点から地域社会との融和を図ることが必要である」との

認識が示され、このために大型店に関する政策転換が提言されたところである。大規模小

売店舗立地法は、かかる政策目標を達成するための重要な一翼を担うものであり、本指針

、 、 、に則した法運用を通じて本法の趣旨 目的が十二分に体現されることを設置者 都道府県

政令指定都市、住民その他の関係者に重ねて求めるとともに、真に豊かな地域コミュニテ

、 、ィの構築という大目標に向けて これら関係者がそれぞれの立場から積極的な貢献を行い

地域づくり・街づくりのための多面的・総合的・継続的な取り組みが推進されることを強

く期待する次第である。

（解説）

○ 大店立地法は、大型店に関する一連の政策転換の結果成立したものであり、ここでは、大

型店政策の転換を提言した平成９年１２月の産業構造審議会・中小企業政策審議会合同会議

答申を引用し、改めてその趣旨を確認している。

○ すなわち 「真に豊かな地域コミュニティ」という大目標に向けて 「大型店と地域社会、 、

の融和の確保」就中「交通・環境問題への対応 「計画的な地域づくりとの整合性の確保」」、

といった課題に対応するために、大店立地法、改正都市計画法、中心市街地活性化法の制定

等の一連の政策対応が行われたところである。大店立地法は、かかる背景の下に誕生したも

のであり、前掲の政策課題への対応の重要な一翼を担うものであることが指摘されている。

○ 同時に、大店立地法が担うべきはあくまでも「一翼」なのであって、平成９年答申が掲げ

た大目標を達成するためには 自治体 住民を含め多数の関係者が それぞれの立場から 多、 、 、 「

」 。面的・総合的・継続的な取り組み を推進していくことが必要であることが指摘されている
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一 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項

（解説）

○ 以下に示す「基本的な事項」は 「二」以降で記述されている具体的な配慮事項とは異な、

り、設置者にとっての一般的かつ総論的な留意事項をまとめたものである。

１．設置者は、当該大規模小売店舗の立地地点の周辺の状況、地域づくり・街づくりに関

する各種公的な計画・事業の内容等について幅広く情報収集し、検討を行うべきである

ことは当然であるが、特に、立地に伴う周辺の地域の生活環境への影響については、本

指針の示すところにより、予め十分な調査・予測を行い、適切な対応を行うことが必要

である。なお、この際に留意すべき事項や対応策の検討に当たって参照すべき事項は、

二において定めるとおりである。

（解説）

○ 前段に書かれているように設置者が立地予定地点の周辺の状況や地域づくり・街づくりに

関する情報収集等を行うことは当然のことであるが、本法の見地からは、特に、周辺の地域

の生活環境への影響について、予め十分な調査・予測を行い、適切な対応を行うことが必要

である旨指摘している。

○ なお、ここで必要性が指摘されているのは、指針「二」以降において具体的に定められて

いる配慮事項を検討する上で必要十分な範囲の事項である。

○ 都道府県等に提出し、住民に説明を行うべき資料は、省令において届出事項及び添付書類

として明記されるものである。

２．設置者は、上記１．により対応を行うこととした事項について、大規模小売店舗立地

法の定める説明会においては、地域住民への適切な説明を行うことが必要である。説明

の中では、１．で行われた地域の生活環境への影響についての調査の結果等一定の対応

策を講ずるに至った背景事情を含め地域住民の理解が十分に得られるような説明をする

よう努めることが必要である。

（解説）

○ 大店立地法第７条に規定するとおり、設置者は届出が公示されてから２か月以内に、当該

大型店の立地する市町村内で説明会を開催することとなっているが、本項は、その説明会に

おける設置者側の留意事項を示したものである。

説明会は、公告・縦覧される届出書及び添付書類だけでは、他の選択肢の検討・対応状況

などがわからず、地域住民が意見を出す前提として質問する機会もないので、その内容の周

、 。知を図ることにより 本法に基づく手続を充実したものとすることを目的としたものである

○ 説明会においては、届出事項及び添付書類の記載内容について説明を行うこととされてお

り、その説明の中では、書面に記載されている対応策についての必要な説明が求められるの

であって、また、説明会の趣旨が店舗計画について周辺の住民等の理解を促進することにあ

る以上、そうした趣旨を踏まえた説明がなされることが必要である。

具体的には、届出者は、届出書及び添付書類の内容のみならず、指針において対応を求め
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られている事項について、どのような措置を既に講じたのか、また、今後どのような措置を

講じる予定であるのか等について、適切な説明を行うことが求められる。また、指針に照ら

して地域住民への適切な説明がなされていないと都道府県等が判断すれば、法第８条第４項

に基づく意見を述べることもできる。

○ 無論、結果として全ての住民から完全に理解を得ることは実態上不可能であって、ここで

の記述は結果を問うものではなく、あくまでも説明会開催者として求められる姿勢を示した

ものであると解するべきである。

３．設置者は、大規模小売店舗立地法の定める手続きを通じて述べられた都道府県及び政

令指定都市からの意見に対しては、誠意を持って対応し、その意見提出の背景となった

生活環境上の問題の解消、軽減のため、合理的な措置をとるよう努め、また、その措置

をとることとした理由又はとらないこととした理由について、データ等に基づく合理的

な説明を行うよう努めることが必要である。

（解説）

○ 都道府県等が法第８条第４項に基づいて述べた意見に対して、設置者が十分に誠意を持っ

。 、 、て対応を検討すべきことを指摘した項である なお 第９条第１項に基づく勧告については

当然誠意を持って対応すべきであり、また、本法においては、同条第４項において「当該勧

告を踏まえ」ることとし、これを尊重すべき旨を強調する規定ぶりとなっている。

○ また、仮に都道府県等が示した意見について異論がある場合でも、設置者と都道府県等が

互いに対応策が十分か否かについて水掛け論を繰り返すのみでは、本法の目的は十分達せら

れないのであって、両者がデータ等の根拠をもとに建設的な議論が行われる必要があること

を後段で強調しているところである。

４．設置者は、大規模小売店舗立地法の定める手続きの中で講ずることとした対応策につ

いては、誠実に実効ある措置を実施しなければならない。また、対応策の内容によって

は、設置者のみならず、当該大規模小売店舗の小売業者等関係者による対応が必要な場

合が想定されるが、こうした事項について、設置者は、施設の管理規程や契約書等に明

記するなどにより関係者に十分周知し、履行確保のための必要な措置を講ずることが必

要である。こうした責任ある対応を図るという観点から、設置者、設置者の委託等を受

けた施設の管理者、小売業者においては、周辺の生活環境の保持のための対応が着実に

行われることが必要であり、これを監督・管理する責任者を任命することが望ましい。

（解説）

○ 設置者による対応策の履行の確保を求める項である。法律では第１０条第２項において、

設置者は届け出たところにより店舗の維持運営に当たるべきこと、小売業者は協力に努める

べきことが定められている。これは、本法に基づく届出の義務者、勧告の対象者は大規模小

売店舗を設置する者であるが、設置者が届出内容、勧告内容等を実施するに際し、店舗内部

の施設の運営方法に関わる部分については、店舗内の小売業者（テナント）の協力が必要な

場合も想定されるため、テナントについても大規模小売店舗を設置する者がとる措置の円滑

な実施に協力するよう努めなければならない旨を定めたものである。本項は、同条の趣旨を
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より詳細に記述したものである。

○ 本記述は、テナントの協力を確実に担保するために、大規模小売店舗の設置者としても必

、 、要な措置を講ずることが求められることを明らかにするとともに その措置の内容としては

例えば、施設の管理規程において、法第１０条第２項により、テナントにも協力義務が生じ

る旨を規定するか、あるいは、個々のテナント契約において、同様の趣旨の規定を置くこと

を想定していることを示したものである。なお、小売業者の協力について、設置者として如

何なる措置を講じたのか、また、講じる予定であるのかについて、設置者が必要な措置を必

ずしも適切に講じていないと都道府県等が判断すれば、法第８条第４項により意見を述べる

ことができる。また、店舗設置後においては、法第１４条第２項に基づく報告徴収の対象と

なる。

○ なお 「責任者」の業務は、当該大規模小売店舗に係る届出事項等を十分に理解し、その、

履行の確保を図ることであり、例えば、対外的な問い合わせ等に応対することがその業務に

含まれ得る。無論、責任者に何らかの法的責任を生じさせるものではない。

５．大規模小売店舗立地法に定める手続きは、大規模小売店舗の開店あるいは施設の変更

等に先だって行われるものであるが、大規模小売店舗の開店あるいは施設変更の後にお

いても、設置者は、当該大規模小売店舗が周辺の地域の生活環境に与える影響について

十分な注意を払い、届出時に対応策の前提として調査・予測した結果と大きく乖離があ

り、対応の規模が著しく過小であった場合等には必要な措置をとるよう努めることが必

要である。特に、年末や売り出しの時期、店舗の開店時等来客や商品等の搬出入が特に

頻繁になる時期においては、大規模小売店舗立地法に基づいてとることとした通常時の

措置に加えて必要な措置を講ずるなど適切な対応を図ることが望まれる。

（解説）

○ 本項では、開店後における適切な対応を設置者に求めるものである。大店立地法は、店舗

の開店前ないしは変更前に周辺の生活環境に与える影響を予測し、これに対する対応を予め

検討するという制度を定めたものであって、事後の事情変更については、届出事項の変更に

係るもののみが法の対象とされている。これは、店舗設置者に起因しない事情変更や都道府

県等を含めて行った事前予測が誤っていた場合のリスクを一人設置者にのみ求めることが不

適当であるためである。しかしながら、生活環境の保持という観点からは、開店後であって

もできる限りの対応が図られることが望ましいのであって、特に、来客等が集中する時期に

おいては、特別の工夫がなされることが望ましい。本項は、かかる自主的な対応を設置者に

求めるものである。

例えば、大型店設置者による業態変更等により、指針に基づいて大型店設置者が当初に行

った対応策並びに届出事項を変更することが必要となる場合が想定できるが、この場合にお

いて、設置者側が何ら追加的な対応策をとらず、従って届出事項の変更を行わなかった場合

、 。 、「 、であって 現に周辺環境に影響が及ぶ場合も生じ得る 法第１０条では 届出をした者は

その届け出たところにより、その大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての

適正な配慮をして当該大規模小売店舗を維持し、及び運営しなければならない」となってい

ることから、設置者は開店後においても、周辺地域の生活環境に十分な注意を払う必要があ

り、特に自らの行為によって環境への影響を加重する場合は指針等に照らして必要な追加的

対応策をとることが求められる。
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また、法第１４条は 「都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、大規模、

小売店舗を設置する者に対して報告を求めることができる」となっており、都道府県等は、

必要とされる対応策をとらず、その結果、生活環境上の問題を生じさせているような大規模

小売店舗設置者に対しては、個別に報告を求め、法第１０条に照らして、当該大規模小売店

舗設置者に対して必要な対応を求めることが可能である。具体的には、例えば業態転換によ

り廃棄物の保管場所、容量を変更する必要がある場合にこれをせず、現に環境への悪影響が

生じ、またはそのおそれが生じているときに都道府県等から必要な対応策を指示することな

どが想定される。
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二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項

（解説）

○ 以下、設置者が配慮すべき具体的な事項についての記述である。設置者が具体的な店舗計

画を練る際に検討されるべき事項であり、また、届出を受けた都道府県等及び住民等が届出

が十分なものか否か検討する際のよりどころとなるべき事項である。

○ 設置者は以下に示した事項のうち生活環境上の悪影響を防止するために必要と考えられる

対応策を選択し、組み合わせて実施することが本指針の求めるものである。

○ この際、設置者は、指針に定められた方法以外に適当な方法がある場合には、これに拠る

ことが可能である。本指針は、各項目についてあくまでも標準的考え方を示したものである

ことに留意する必要がある。ただし、設置者にせよ自治体にせよ、本指針で示した標準的な

考え方以外の方法を採用する場合には その合理的な理由を説明することが必要である こ、 。（

うした点については、各項目の中でも個別に記述されている箇所がある ）。

○ なお、１、２の分類は、法第４条第２項のイ、ロにしたがって行ったものであるが、両者

の違いは相対的なものであり、いずれに分類されているかについては、法律上何ら特別の効

果を伴うものではない。
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１．駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の

業務の利便の確保のために配慮すべき事項

大規模小売店舗における営業活動に伴って生ずる来客及び商品等の搬出入によって周辺

の地域において混雑等が生じ、地域の住民の生活の利便が損なわれたり、あるいは周辺で

営業している商業者等の事業者の業務上の利便が損なわれる場合がある。設置者は、施設

の配置や運営に当たってはこうした生活環境上の問題を回避又は軽減することにより、周

辺地域の住民等の利便を確保するよう十分な配慮を払うことが必要である。このため、設

置者は以下のような事項について配慮を行うこととする。

(1)駐車需要の充足等交通に係る事項

設置者は、駐車需要の充足その他周辺の地域の住民、事業者の利便の確保を図るため、

必要な措置を講じるものとする。

以下に示した事項は、設置者が自らの判断と負担において対応を検討すべき項目を示し

たものであり、周辺の住民・事業者の交通上の利便の確保を図るためには、道路、交差点

等インフラの整備状況や信号調整等の交通規制の状況も踏まえて設置者としての対応策を

検討することが必要である。このほか、大規模小売店舗の設置により新たな渋滞の発生が

予測される場合等には、関係する地方公共団体や公安委員会において都市計画の見直しや

付加車線の設置、信号設置、信号現示の調整等が必要となる場合もある。したがって、設

置者は、大規模小売店舗立地法に基づく以下の対応策を検討するとともに、あわせて道路

管理者、公安委員会等の関係機関との間で関連する法令に係る所要の調整を行うことがあ

り得ることに留意しなければならない。

（解説）

○ 大店立地法は、大型店の設置者に周辺の生活環境保持のための必要な配慮を求めるもので

あり、道路・交差点の改良や交通規制の変更など本来的に公共サイドが対応すべき問題につ

いては、本法において設置者に配慮を求め得る事項の範囲外である。一方で、周辺の住民等

にとって十分な交通対策がとられているか否かは、インフラの状況、交通規制の状況を含め

て判断されるものである。

○ したがって、設置者が自らの責任の範囲の中で対応策を検討するに当たっては、インフラ

や交通規制の状況を前提条件として十分に踏まえることが必要である旨が第一に指摘されて

いる。もとより、本法は新たな大型店の出店により追加的に生じ得る負荷への対応を促すも

のであるが、例えば、当該店舗の立地条件によっては、敷地の面する道路が何車線道路であ

り、現在の交通量がどの程度かによって、駐車場の出入口の位置や顧客の車の案内経路が異

なり得るということが考えられる。

○ 反面、大型店の立地に伴って、例えば駐車場への導入路を確保するための付加車線の設置

や信号現示などの対応が必要となる場合も想定されるところであり、こうした場合において

は、設置者と道路管理者、公安委員会等の間で十分な調整が図られることが必要である。こ

うした対応は、これまでも行われているものであるが、ここで改めて確認的に認識したもの

である。
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○ この部分全体は、実際の運用において、大店立地法と他の法令との関連が生じることにな

り、互いに調整されることとなる旨を述べている。大店立地法と他法令が相俟って、関係の

協議メカニズムが有機的・統一的に運用されることが期待される。

また、設置者はこのような検討の基本となる周辺の交通状況に関するデータ等を含め、

設置者としての取り組みの全体像を地域住民・事業者に対して充分に説明することが必要

である。

（解説）

○ 本記述は、上記の関係協議の対応も含め、取り組みの全体像を説明するに当たって、予め

周辺の交通状況を適確に把握することが必要である旨示したものである。

○ なお、想定され得る具体的なデータの一例を示すと以下のとおりである （これら下記事。

項を含め対応を図る上で必要なデータが把握されていることが必要であり、当然、下記のよ

うな調査を全て行う必要があるというものではないことは言うまでもない ）。

１．店舗、駐車場出入口の面する道路及び直近交差点等の現況調査

２．来客車両及び搬送車両の通行経路予測

３．店舗周辺状況の調査

なお、市街地再開発事業等当該店舗の周辺における交通対策を含めた総合的な計画に基

づいて店舗計画が立てられる場合には、そうした総合的な計画を踏まえて各種措置を講ず

るものとする。

（解説）

○ 本記述は、市街地再開発事業等都市計画決定のプロセスにおいて周辺の総合的な交通計画

が検討され、それに基づいて施設の配置等がなされる場合には、こうした計画を尊重すべき

ことを示したものである。すなわち、大型店の中には、単独で設置されるものもあれば、い

、 。 、わゆる面的整備 面的開発の一部分として設置されるものもある 大型店の設置に当たって

周辺で市街地開発整備が一体的に行われる場合には、かかる総合的な計画に基づいて交通対

策が検討されることとなる。したがって、市街地再開発事業等周辺の交通対策が予め十分に

折り込まれて店舗計画が立てられている場合には、これに基づいて設置者の対応の是非が判

断されるべきである。

○ 本文中においても示しているように、各指標毎に「特別の事情」として合理性が認められ

るものであれば、本指針において示した数値、算式等以外の考え方による対応もあり得るこ

とを指摘しているが、ここで示した市街地再開発事業等は、以下に述べる各対応策の全体に

ついて本指針の適用の例外となるものの代表例である。

①駐車場の必要台数の確保

設置者は、年間の平均的な休祭日（平日の来客数が休祭日よりも多くなる大規模小売店

舗においては来客数が最大となる当該曜日）のピーク１時間に予想される来客の自動車台
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数を基本として、以下の計算式により必要な駐車台数を確保（借上げ、公共駐車場の利用

等を含む ）するものとする。。

「必要駐車台数」＝「小売店舗へのピーク１時間当たりの自動車来台数」

×「平均駐車時間係数」

＝「一日の来客（日来客）数（人 （ Ａ：店舗面積当たり日来客）」「

数原単位（人／ 千㎡ 」×「当該店舗面積 （千㎡ ）×「Ｂ：ピ） 」 ）

ーク率（% 」×「Ｃ：自動車分担率（% 」÷「Ｄ：平均乗車人） ）

員（人 / 台 」×「Ｅ：平均駐車時間係数」）

（解説）

○ 大型店設置者の交通対策は、様々な側面から段階を踏んで検討されるものであるが、①で

は、まず、当該店舗の来客の自動車を収容するために必要な駐車台数を確保することを求め

ている。

○［ 年間の平均的な休祭日のピーク１時間」とした理由］「

本指針における必要駐車台数確保の政策意図は、大型店の設置に伴う周辺道路交通への影

響を最小限に抑制し、交通上の利便の確保を図ることであり、毎休祭日ごとに毎回駐車場の

容量不足による交通渋滞が発生するという事態はこの政策意図と違背するものである。一方

で、1年を通じたピークに対応することとすれば、施設利用効率が著しく低下し、過剰投資

を招くこととなりかねない。むしろ、特別な時期には別途運用において適切な対応を図るこ

とが適当であると考えられる。したがって、ここでは「年間の平均的な休祭日のピーク１時

間」としている。

○ ここでいう駐車台数には、必ずしも自己保有の駐車場の収容台数だけではなく、借上げの

駐車場、公共駐車場であって当該ピーク時に利用可能な駐車場の収容力についても算入する

ことが可能である 「利用可能」とは、専用の駐車スペースや一定の割当がある場合等が考。

えられるが、他と共用のスペースであっても、現実の利用実態等に照らして当該店舗への来

客車両が利用可能であると考えられる部分を含むものである。

○ 1,000㎡超の既存店（立地法施行時に既に営業していた店舗）が増床した場合には、増床

部分の面積に応じた必要台数（増床後面積で算出した必要台数－増床前面積で算出した必要

台数）が新たに設置を求められる駐車台数となる。1,000㎡未満の既存店については、増床

後の面積で算出した台数が必要台数となるが、既存店の現状から判断し問題がなければ、必

ずしもその台数が求められる台数となるとは限らない。

ここで 「ピーク率」とは（ピーク１時間の来客数）／（日来客数 「自動車分担率」、 ）、

とは（自動車による日来客数）／（日来客数）とする。

（解説）

○ 本指針における「ピーク率 「自動車分担率」の定義を示したものである。」

なお、来客のための駐車場を従業員の通勤用の車や店舗の業務用の車、商品等の搬出入
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の車と共有する場合は、ピーク時の業務状況等を勘案しつつ必要な駐車台数を追加するも

のとする。また、オフィス、マンション、映画館、ボーリング場、スポーツ施設等当該施

設を利用する者が小売店舗を利用する者と必ずしも一致しないと想定される施設が付設さ

れており、これら施設の利用者のための駐車場が小売店舗への来客用の駐車場と共用され

るように設置される場合には、設置者は、利用者数、施設稼働率等から推察される当該施

設の利用者のための駐車台数を考慮して、上記計算式により算出した「必要駐車台数」が

確実に確保できるよう措置することが必要である。

（解説）

、 、 、○ 本法は1,000㎡超の大規模小売店舗のみを対象とした法律であり オフィス マンション

映画館、ボーリング場、スポーツ施設等の複合施設への来客車用の駐車場の確保を直接に求

めるものではない。したがって、これらの複合施設の利用者のための駐車場と小売店舗への

来客用の駐車場がそれぞれ独立して設置される場合には、設置者は当該小売店舗部分につい

て必要駐車台数を算出すれば足りることとなる。

○ しかしながら、これら施設の利用者や従業員、搬出入のための駐車場が小売店舗への来客

用の駐車場と共用される場合は、これら施設への来客車により小売店舗用に必要とされる駐

車スペースが侵食されることのないよう、複合施設の「利用者数、施設稼働率等から推察さ

れる当該施設の利用者のための駐車台数を考慮して、上記計算式により算出した「必要駐車

台数」が確実に確保できるよう措置することが必要である」としている。

上記の算出式中の各要素（Ａ～Ｅ）については、以下の表に示す原単位等の値を基準と

するものとする。ただし、特別の事情により各表の示す値あるいは上記の算出式によるこ

とが適当でない場合は、既存類似店のデータ等その根拠を明確に示して他の方法で算出す

ることができる。なお、ここでいう特別の事情とは、例えば以下に掲げるような内容を指

す。

（解説）

○ 本記述は、必要駐車台数の算出に当たり、当該算出式、各種係数を用いることが適当でな

い場合、その根拠を明確に示せば、既存類似店のデータ等を根拠に他の方法で算出できる旨

定めたものである。ここでいう「既存類似店」とは、立地条件、都市条件、規模等の似通っ

た自己の他店舗や同じ地域の立地条件、規模等の似通った他店舗を想定している。

○ 具体的な「特別の事情」の例は、以下に挙げられるとおりである。これはあくまで例示で

、 、 。 、あり 他の事情を排除するものではないが 合理性のあることが必要である いずれにせよ

必要台数については、こうした事情を考慮して当該店舗における駐車需要を満たし得るか否

かを都道府県等が判断することとなる。

○市街地再開発事業等当該店舗の周辺における交通対策を含めた総合的な計画に基づい

て店舗計画が立てられ、周辺の地域における駐車需要の充足について充分な対応がな

される場合

（解説）
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○ 市街地再開発事業等において、周辺における交通対策を含めた総合的な計画に基づいて店

舗計画が立てられ、周辺の地域における駐車需要の充足について十分な対応がなされる場合

には「特別の事情」に該当し得るとしている。

○シャトルバスの運行、パークアンドライド事業への参加等により自動車による来客が

減少することが見込まれる場合

○車両の乗入れが禁止されるなどにより当該大規模小売店舗への自動車での来客が事実

上見込めないあるいは極めて少ないと認められる場合

（解説）

○ 上記のような場合、例えば 「自動車分担率」が低くなることが想定されるためその減少、

分を勘案して「必要駐車台数」を算出することが考えられる。

○大きな家具を扱う家具店のように店舗面積に比して１日に来店する客数が極端に少な

い場合等当該店舗の特性により以下の日来客数原単位を用いることが著しく不適当な

場合

（解説）

○ 上記のような場合、過去の同業種類似店舗の「日来客数」データ等を代用すること等が想

定される。

○当該大規模小売店舗の周辺の地域における自動車の利用実態に照らして、来客の自動

車分担率が以下の表に示す値では過小または過大である場合

（解説）

○ 当該大規模小売店舗の周辺の地域特性等により 自動車の利用が極端に多い又は少ない 例、 （

えば、住居等からかなり離れた地域への出店であり交通機関が自家用車以外にはない場合、

あるいは交通規制をしており自家用車の乗入れが困難な場合等）ことにより、自動車分担率

が指針の値では過大又は過小となる場合があり得ることを示したものである。

Ａ～Ｅの各表について

（解説）

○ Aの原単位及びB～Eの各種係数は、全国約5,000店の既存店を対象に行った「大規模小売店

舗立地法の施行のための基礎調査 （平成10年8月実施。約2,900店舗回答）に基づいて、ナ」

ショナルスタンダードとしての基準を設定したものである。

○ 区分設定については、基準値として示しうる数値の安定性、地域の実情の多様性等を総合

的に勘案して判断している。したがって、傾向値差の小さいところはできる限り大括りの区

分とし、むしろ個々の事情については客観性をもって示しうる限りこれによって補完・修正

する途を拓くこととしている。
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Ａ：店舗面積当たり日来客数原単位

（解説）

○ 前述の調査の結果、人口、立地場所（用途地域 、店舗面積といった要素が、来客数と相）

関していたことから、これらにより区分設定を行っている。

人口については、４０万人を境として原単位平均値に大きな差がみられたこと、また、４

０万人以上の各都市について他の区分について検討した結果、特に大きな差異はみられない

ことから、人口については４０万人を境とした２区分とした。

立地場所（用途地域）については、人口４０万人以上の都市において商業地域及び近隣商

業地域（以下 「商業地区」という ）の原単位の平均値が他の地域と比較し大きいことか、 。

ら、区分を設けた。一方、人口４０万人未満の区分では商業地区とその他の地域とで原単位

平均値に差が見られないため用途地域による区分は設けていない。なお、指針の「その他地

区」とは 「商業地区」以外の全ての地域であり 「商業地区」以外の用途地域のほか、用、 、

途地域の指定がされていない地域、都市計画区域でない地域を指す。

○ 店舗面積と原単位の相関は、人口・用途地区を組み合わせた各区分とも一定の面積までは

面積が大きくなるにつれて逓減傾向を示し、その面積を超えると安定してくるため、逓減す

る範囲については回帰式で示し、逓減傾向を示さなくなる面積以上については一定値として

いる。

※業態について

業態については、百貨店・ＧＭＳ・専門スーパー等の間で原単位平均値を比較した結果、

人口、用途地区における顕著な差異はみられず、概ね店舗面積で業態区分が代替可能との結

。 、 、論を得た 家具店については 原単位の平均値が全体の平均値に比して極端に低かったため

「特別な事情」の事例としている。

注１）Sは店舗面積（千㎡）

（解説）

○ Sの定義を記述したものである。

注２ 「人口40万人以上」とは、当該店舗を設置する地域を管轄する市の行政人口が40）

万人以上である場合を指し、以下の「Ｃ：自動車分担率」における「人口100万人

以上」とは、当該店舗を設置する地域を管轄する市の行政人口が100万人以上であ

。 、 、「 」る場合を指す なお 東京都の特別区内に当該店舗が存在する場合は 日来客数

については「人口40万人以上」の 「自動車分担率」については「人口100万人以、

上」の原単位を用いるものとする。

（解説）

○ 人口の定義を行うとともに 「東京23区 （平成7年の国勢調査で約797万人）を1つの行政、 」

単位として扱う旨記述したものである。
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注３ 「商業地区」とは、用途地域における商業地域及び近隣商業地域を 「その他地） 、

区」とはそれ以外の地域をいう。ただし、当該大規模小売店が立地する地点や周辺

地域の商業集積の状況や土地利用状況等から判断して、これによることが適当でな

いと認められる場合は、都道府県及び政令指定都市と協議して、用途地域上は商業

地区に該当する場合であってもその他地区として、あるいは、用途地域上はその他

地区に該当する場合であっても商業地区として取り扱うことができる （ Ｃ：自。「

動車分担率」について同じ ）。

（解説）

○ 例えば、当該店舗の立地地点はその他地区であっても、周辺の用途地域の状況からみて当

該地点がその他地区であることが適当でない場合は、設置者は、都道府県（政令指定都市）

と協議した上で商業地区として取扱うことができる。逆に、当該店舗の立地地点は商業地区

であっても、周辺の用途地域の状況からみて当該地点が商業地区であることが適当でない場

合は、その他地区として取扱うことも可能であるが、一般には、必要駐車台数を増加させる

こととなるため、かかる例外を設ける場合には、設置者の予見性を十分確保した上で都道府

県（政令指定都市）がその旨を明確にしておくことが必要である。

Ｂ：ピーク率

（解説）

○ ピーク率については、店舗規模、用途地域、都市規模別に分析した結果、どの区分でも差

異がなく平均値は概ね15～16%に収まるため、その平均として15.7％としたもの。

Ｃ：自動車分担率

（解説）

○ 自動車分担率は、その都市の公共交通機関の整備状況と相関があるとの観点等から分析し

た結果 「用途地域 「人口規模 「駅からの距離」により区分設定を行うこととした。、 」 」

○ 「人口規模」については、人口の多い都市ほど交通機関の整備は進み、それに相関して分

担率は低くなることが推定されるが、分析の結果 「人口40万人 「人口100万人」を境に、 」、

して平均値に一定の差がみられたため、ここで区分設定を行った。

○ 「駅からの距離」については、各区分ごとに分析を行った結果 「人口100万人以上の商、

業地域」及び「人口40万人以上100万人未満の商業地域」では駅からの距離500ｍまでについ

て、また「人口40万人未満の商業地域」については駅からの距離300ｍまでについて、分担

率は逓増傾向を示し、それぞれ500ｍ又は300ｍを超えると特段の傾向はみられなくなる。よ

って、それぞれの区分について500ｍ又は300ｍまでについては、その逓増傾向について回帰

をした式で示し、500ｍ又は300ｍ以上となる地域については一律の分担率とした。

○ 一方、その他地域については分担率は駅距離との相関が認められなかったため、区分を設
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けないこととした。

○ ただし、分担率は当該地域の道路の混雑状況等により左右される場合もあり、例えば地方

都市では駅の有無に関わりなく分担率が高い場合や都心部では商業地域以外でも分担率が低

い場合などが事例としてみられることから、そのような場合であって他の手法により分担率

の傾向実態を客観的に示すことが可能であるならば「特別な事情」として別途算出すること

ができる。

注１）Lは駅からの距離（ｍ）

注２）ここでいう「駅」は鉄道駅を指すが、地域の実情により、鉄道利用者が少なくバ

ス等が主要な公共交通手段として利用されている場合には、当該大型小売店舗を設

置する地域を管轄する地方公共団体と協議し、バスターミナル等バス路線が相当数

集中する地点を「駅」として、上記の分担率を適用することができる。

（解説）

○ 例えば、鉄道駅とはＪＲ・私鉄の地上駅を始め、地下鉄、路面電車及びモノレール等軌道

が設置してある交通システムの駅を指す。また 「駅からの距離」とは、当該店舗と最寄り、

の改札口との水平直線距離をいう。したがって、地下鉄駅の上の店舗については、距離ゼロ

ということがあり得ることとなる。

○ また、後段の記述は、地方都市などで駅が商業市街地から離れており、バスがその代替と

なっている場合などは、むしろその実状にあわせて適用することを示している。

Ｄ：平均乗車人員

（解説）

○ 平均乗車人員については、各店舗ごとのデータから、以下の式により算出した。

日来客数×自動車分担率÷日来自動車台数

乗車人員は、店舗面積が大きくなるに従って取扱い品目も増え、また休祭日においては、

来店目的（購入品目）の異なる客が1台の自動車で相乗りして来る可能性が高いとの仮説か

ら分析を行った結果、店舗面積1万㎡までについては2.0人、2万㎡以上については2.5人で安

定していることから一律とし、1万～2万㎡までを式により示すこととしている。

Ｅ：平均駐車時間係数

（解説）

○ 平均駐車時間についても、店舗面積が大きくなるにつれて駐車時間も長くなるという相関

がみられたため 店舗面積に応じた駐車時間を回帰式で設定している ただし 店舗面積20,、 。 、

000㎡超の店舗では、駐車時間が1.75時間前後で安定することから一定とした。なお、人口

規模、用途地域、業態との関係では特に顕著な相関はみられなかった。
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※なお、本項目で提示している各種係数等は、レストラン、ゲームセンター、クリーニ

ング等当該施設を利用する者が小売店舗を利用する者と概ね一致すると想定される施

設が付設されている場合には、当該施設の面積の合計が当該小売店舗の面積の２割を

超えない範囲であれば、当該施設部分も含めた施設全体について適用することが可能

である。

（解説）

○ レストラン、ゲームセンター、クリーニング等の併設施設が小売店舗と同一の建物内にあ

る場合、これらの施設の利用者は概ね小売店舗の利用者と一致すると想定され、それらの施

設があることが必ずしも当該小売店舗の来客数等に大きく影響を与えるものではないと考え

られる。前述の調査からこれらの併設施設が小売店舗の来客数等に与える影響を分析したと

ころ、日来客数については、小売店舗面積に対する併設施設（映画館等の小売店舗と利用者

が必ずしも一致しない施設は除く）の割合が2割以内の店舗と併設施設を持たない単独店舗

では、日来客数原単位の平均値にほとんど差がみられないという結果を得た。一方、こうし

た併設施設の割合が2割を超える店舗については、原単位が大きくなる傾向が見られた。

○ したがって、これらの併設施設の面積が小売店舗面積の2割以内であれば、併設施設の有

無により当該大規模小売店舗全体で必要な駐車台数は変わらないとし、そのような店舗につ

いては、指針の計算式で算出した小売店舗部分の面積に対応する必要駐車台数を併設施設部

分も含めた駐車台数とすることができることとした。なお、クリーニング等の「等」とは、

利用者が概ね小売店舗の利用者と一致するものを個別事例ごとに判断すべきであるが、例え

ば、屋上遊園地等小規模な遊園施設、小規模な美術館や展示場等が含まれうる。

○ 一方、レストラン等の併設施設の面積が小売店舗面積の2割を超える店舗については、当

該併設施設単独での別個の集客力が発生することから、本指針の原単位を併設施設を含めた

施設全体に適用することは適切ではない。したがって、当該併設施設の利用者のための駐車

場が小売店舗の来客用の駐車場と共用されるように設置される場合には、利用者数等から推

察される当該施設の利用者のための駐車台数を考慮して、小売店舗部分の必要駐車台数が確

実に確保できるよう措置することが求められる。

②駐車場の位置及び構造等

①により必要駐車台数が確保された場合においても、駐車場の位置、構造等のあり方に

よっては公道における駐車場への入庫待ち行列が発生し得ることから、設置者は、これを

最小限のものとするため、大規模小売店舗付近における交通の現況及び予測される来客の

自動車台数に基づいて、以下の対応策を講ずることが必要である。

（解説）

○ ①により駐車場の必要な容量を確保した場合でも駐車場の位置、構造等の設定が適切にな

されないために交通渋滞が生じることがあるため、②により設置者に必要な対応を求めてい

る。なお、ここでいう「予測される来客の自動車台数」とは、①で算出された「小売店舗へ

のピーク1時間当たりの自動車来台数」を指す。

○ なお、以下で示す方法以外に、より適切な方法がある場合はこれによることもあり得る。
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具体的には、効率的な駐車場形式の選択、敷地内における入庫待ちスペースの確保、出

入口の数及び位置の調整、駐車場の分散、駐車場出入口付近での交通整理、歩行者等との

動線の分離等の措置を合理的に選択し、必要に応じ組み合わせて実施することが必要であ

る。

（解説）

○ 設置者は、この項で例示されたものを含め、②に掲げられる事項全てについて対応を図る

、 「 、必要はなく 結果として公道に駐車待ち行列が生じないように各種措置を 合理的に選択し

必要に応じ組み合わせて実施」することが適当である旨確認的に記述したものである。

なお、当該大規模小売店舗において小売店舗以外の施設が付設されており、その施設の

利用者の自動車台数が相当数見込まれる場合であって、その施設への来客の自動車のため

の出入口が小売店舗への来客の自動車のための出入口と共用されるときは、その自動車台

数も考慮して必要な措置を講ずるものとする。

（解説）

、 、 、 、○ ②の対策は 本来 小売店舗の来客の自動車を適切に収容するためになされるが その際

併設施設の駐車場出入口と当該小売店舗用の駐車場のそれとが同一のものである場合には、

その施設の利用者の車についても方向別の予想台数を視野に入れて適切な対応を図る必要が

あることを示したものである。

イ．効率的な駐車場形式の選択及び駐車場の出入口の数、位置

設置者は、出入庫が周辺の道路の交通に及ぼす影響を最小限にとどめるよう配慮するこ

とが必要である。具体的には、設置者は、来客の自動車の方向別台数を予測し、交通整理

員の配置や経路設定等も勘案した上で、駐車場出入口の数及び位置を設定し、各出入口に

おける入庫処理能力がピーク１時間に予想される来客の自動車台数を上回るような駐車場

形式を選定することが必要である。また、駐車場の出入りは左折を原則とし、駐車場内及

び出入口においては入庫車、出庫車、自転車、歩行者等の動線を分離することにより円滑

な出入庫や駐車が可能となるよう配慮することが必要である。この際、歩行者等の安全や

駐車場からの排気ガス等についても配慮し、また、閑静な住宅街に面して極力出入口を設

けないなど近隣居住者への騒音についても十分な配慮を行うものとする。

（解説）

○ 前段は、駐車場の出入口の数、位置及び駐車場形式を適切に設定することにより、ピーク

1時間に予想される各入口への来客の自動車台数を処理できるようにすることが必要である

旨記述している。具体的には、①により算出した各駐車場への１時間当たりの来客の自動車

台数を当該駐車場の各出入口ごとに割り振るなどして方向別台数を予測し、それに対応可能

な処理能力を持つような駐車場形式を選択することとなる。

○ 後段は、駐車場の出入口の位置等駐車場の構造を決定するに当たって配慮すべき一般的な

事項を記述したものである。
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入庫処理能力については、例えば、ゲート入庫処理時間は、メーカーより提供される１

台当たりの処理時間に乗客の乗降時間等を加えたものとする。

（解説）

○ 入庫の際、遮断式入口、発券方式による入口等何らかの手続を要するものを念頭に入庫処

理能力の算出方法を記述したものである。

参考までに、現存する代表的な駐車場方式による入庫処理能力を示すと、平面自走式駐

車場（オペレータあり）は約８秒、垂直循環方式の機械式駐車場は約１分30秒である。

（解説）

○ 入庫までに要する時間の例を示したものである。いずれにせよ、これらは全て参考値であ

り、機器の性能等についてはメーカー提示の設計値（平均）や実際に導入されている店舗の

実績を基に個々に判断されることとなる。

ロ．駐車待ちスペースの確保

また、イ．のとおり適切に措置された場合においても、一時的に一度に相当数の来車が

集中して公道における入庫待ち行列が発生しないように、必要に応じて敷地内に必要な駐

車待ちスペースを確保するなどの対応をとることが必要である。必要となる標準的なスペ

ースについては以下の計算式により算出することが可能である。なお、駐車場の配置や構

造等特別な事情があるときは、これを勘案して設定するものとする。

（解説）

○ 前段は、上記イ．においてピーク1時間に予想される来客の自動車台数に対応可能となる

ように駐車場の数、位置及び駐車場形式を適切に組合せた場合であっても、一時的に一度に

相当数の来車があることが予想される場合には、公道に入庫待ち行列が発生しないよう必要

な駐車待ちスペースを確保する旨記述したものである。

○ 後段は、必要な駐車待ちスペースを算出する際の「各入口に必要な駐車待ちスペース」の

算出式を1つの標準型として示す旨述べている。ただし、例えば、入口直近に駐車区画があ

ると入庫処理能力に影響が出るなど、必要な駐車待ちスペースの考え方は、駐車場の配置や

構造により影響を受けることがあるため、他の方法によることも含め、こうした事情を個別

に判断する必要があることも述べている。

「各入口に必要な駐車待ちスペース」＝（当該入口の1分当たりの来台数×1.6

－当該入口の1分当たり入庫処理可能台数）

×6（ｍ：平均車頭間隔）

（解説）

○ 上記の計算式は、自動車の到着をランダム到着（ポアソン到着）と仮定し、1分間の間に9

5%の確率で公道に待ち行列が発生しないように 当該入口の1分当たりの来台数 の係数 1.「 」 「
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6」を設定したものである。

ハ．駐車場の分散確保

駐車場の設置地点における物理的制約等によって十分な出入口数を確保できないなど

イ．の方法によっては必要な時間当たり入庫処理能力を得ることができず、周辺道路にお

いて入庫待ち車両による新たな渋滞が発生するなど、周辺道路の交通に大きな影響が生じ

、 （ 、ると予想される場合においては 設置者は適切な位置に複数の駐車場を設置する 借上げ

公共駐車場の利用等を含む ）ことにより、必要な入庫処理能力の確保を図ることが必要。

である。

（解説）

○ ①により来客の自動車を収容できる駐車台数を確保し、②イ．により円滑にそれらの自動

車を出入りさせるために十分かつ適切な出入口を設定できるときには、理論上はピーク１時

間に恒常的な待ち行列が発生することはないと考えられる。しかしながら、密集した市街地

等駐車場の設置地点の状況によっては、例えば、本来なら入口が3つ必要なところ、物理的

制約から1つしか確保できないなどイ．において検討した出入口数や位置が確保できない状

況が生じることが想定される。ここでは、そうしたことにより駐車待ち行列が発生し、周辺

の交通を阻害することのないよう駐車場の分散確保、ひいてはそれによる出入口の位置の変

更や数の確保を検討することを求めている。

具体的には、設置者は、当該駐車場入口の入庫処理能力、来客の自動車の方向別の台数

予測、当該入口に面する道路、直近交差点及び周辺交通の状況から、発生する駐車待ち行

列の長さ及び継続時間、駐車待ち車両に起因する交通の阻害や交通容量の低下による渋滞

の発生見込み等を推定し、その結果、各駐車場周辺の道路における交通に明らかに大きな

影響を与えると考えられる場合には、駐車場の分散確保を図るものとする。

（解説）

○ 上記のような状況となることが予想される場合には、設置者は、それが周辺交通に与える

影響についても考慮することが必要であり、そのためイ．で予測した方向別の自動車台数や

設置する入口の形式等に加え、周辺道路や交差点の状況についても把握することが必要とな

る。

本記述は、こうした周辺交通状況と発生し得る駐車待ち行列の状況とを考えあわせ、適切

な位置で来客の自動車が入庫できるような入口を確保できるよう駐車場の分散確保を検討す

ることが必要であることを述べたものである。

いずれにせよ、どのような場合に分散確保の必要があるかについては、周辺の交通事情な

どによって様々であるため、ここでは、その際の勘案要素を例示として示している。

○ なお 「明らかに大きな影響を与えると考えられる場合」とは、当該駐車場の入口の入庫、

処理能力、方向別の予測来台数や周辺の交通の状況等を総合的に勘案し、立地地点の状況に

応じて個別に判断されることとなる。具体的には、例えば、駐車待ち車両が片道一車線の道

路を占有する状況が予想される場合、交通容量が低下することにより交通渋滞が発生するお

それが高い場合などが考えられる。
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ニ．駐車場出入口における交通整理

自家用車による来客が多数見込まれる場合においては、駐車場の出入口等来客の誘導あ

るいは交通安全上重要な地点に交通整理のための人員の配置を行うなど適切な措置を講ず

。 、 （ ） 、ることが必要である 同時に 近隣における違法駐車 輪 を抑止するという観点からも

適切な人員の配置が必要となる場合がある。必要な人数や配置場所は個別の店舗の立地場

所、周辺の交通の状況等によって異なり、また、自家用車による来客の集中度に応じてそ

の必要性は変化するが、特に、相当数の自家用車による来客が見込まれる時間帯において

は、駐車場の出入口に整理員を配置するなどの措置を講ずることが必要である。

（解説）

○ 本記述は、駐車場の出入口における混乱を回避し、円滑な出入庫を促すために、必要に応

じて交通整理員を配置するなどの対策を検討すべきことを示したものである。なお、ここで

対策として交通整理員の配置について言及しているのは、あくまで目的を達成するための例

示の一つとしてであり、例えば表示板や信号機などによる対応も選択肢の一つとして想定さ

れ得る。

③駐輪場の確保等

設置者は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律

（平成５年法律第８７号）に基づき、大規模小売店舗を設置する地域を管轄する地方公共

団体により自転車駐車場附置義務条例が制定されている場合には、それに基づき適切な駐

輪場規模を確保することは当然であるが、年間の平均的な休祭日（平日の来客数が休祭日

よりも多くなる店舗においては来客が最大となる当該曜日）のピーク１時間に必要な駐輪

場を確保するものとする。併せて、設置者は駐輪施設の効率性及び出入口の配置等にも配

慮するとともに、適切な管理を行うものとする。

（解説）

○ 自転車駐車場附置義務条例が定められている場合は、それに従って適切な駐輪場規模を確

保すべきこと、また、条例が定められていない場合であっても、ピーク時の来客者による自

転車台数を基に必要な駐輪場を確保するとともに、施設効率、出入口の配置等に配慮、管理

を行うことが必要となることといった一般論を記述したものである。

、 、 。○ なお ここで示した方法以外に より適切な方法がある場合はこれによることもあり得る

なお、駐輪場の必要整備台数については、業態、店舗規模、立地場所、近隣の自転車使

用実態等により店舗ごとに相当程度差異があるため、一律に原単位を算出することは不適

当であるが、参考までに、店舗面積3,000㎡以下で商業地区におけるGMS・食品専門スーパ

ーにおける現状の整備台数の単純平均から試算すると、店舗面積約38㎡当たり1台となっ

ている。

（解説）

○ 駐輪場の容量については、一律に原単位提示を行うことは困難であるが、一つの目安とし

て一定の水準を参考値として示している。この値は、特に市街地の日常利用される業態区分
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、 。に限って平均値を示したものであり あくまでも参考にとどまることに留意する必要がある

④荷さばき施設の整備等

イ．荷さばき施設の整備

設置者は、商品等の搬出入のための作業を行う間、搬出入車両が公道に駐車し一般の通

行が妨げられることのないよう周辺交通の安全と円滑の観点から当該車両を駐車しておく

スペースの位置について適切に配慮することが必要である。同時に、店舗の開店している

時間帯においても相当数の搬出入車両がある場合においては、顧客の利用する自家用車の

来訪の程度から見て問題がないことが明らかである場合を除いて、搬出入車両専用の出入

口を設けるなどの対応が必要である。

（解説）

○ 一般論として、公道に駐停車して商品等の搬出入作業を行うことは避けるべきであり、そ

のために十分な施設を整備することが必要である。ただし、交通量が少なく搬出入車両が駐

停車して搬出入作業を行っても周辺交通の安全と円滑の観点から問題がないことが明らかな

場合は、道路交通法を遵守する限りにおいて、必ずしも公道に駐停車して商品等の搬出入作

業を行うことを禁止するものではない。

また、荷さばき施設の規模や構造については、店舗によって大きく異なるが、特に多く

の搬出入車両が予想される場合には、荷さばき施設において複数車両の作業が並行して行

われるよう、また、１台当たりの作業が十分に効率的に行われるよう工夫されることが必

要である。荷さばき施設の規模は、その処理能力がピーク時の車両数による負荷を上回る

よう設計されることが必要であり、処理能力は平均的な荷さばき処理時間と同時作業可能

な台数から算出するものとする。

（解説）

○ 荷さばき施設の規模・構造を決定するに当たっての留意事項を記述したものである。

、 、 。○ なお ここで示した方法以外に より適切な方法がある場合はこれによることもあり得る

ロ．計画的な搬出入

搬出入車両による周辺道路の混雑は、計画的な搬出入を行うことにより回避又は軽減す

。 、 、ることが可能である 具体的には 搬出入車両が一定時間に集中することを回避すること

周辺の道路の混雑状況に照らして比較的余裕のある時間帯に搬出入を行うこと等について

必要な考慮を行うことが必要である。ただし、後述の騒音の発生について問題を生じない

よう配慮することが必要である。また、複数の小売業者等が当該大規模小売店舗において

営業を行う場合には、事業者相互が十分な連絡、連携を取ることが必要であり、設置者、

管理者が適切な施設運営計画を示すなどの工夫が必要である。

（解説）

○ 前段では、道路混雑負荷を低減するため計画的な搬出入を行うべきことを示すとともに、
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道路が比較的空いている深夜・早朝に荷物の搬出入を行うことによる周辺住民への騒音問題

の発生を回避しなければならないという、いわば二律背反の問題について設置者にバランス

のとれた適切な配慮を求めている。

○ 後段は、一般論として、大規模小売店舗の設置者及び各事業者が十分に連絡を取り、当該

大規模小売店舗全体として整合性のある搬出入計画を定めるべきである旨記述したものであ

る。

一方で、こうした計画的運行を強調する余り、周辺道路等に時間待ちの搬出入車両が駐

車することとなれば、本来の趣旨が損なわれるため、むしろ、一定以上の搬出入車両を利

用することが見込まれる施設にあっては、上記イ．で予測した結果等をもとにして店舗の

敷地内に荷さばき待ちの車両が駐車できるスペースを確保することが適切である。

（解説）

○ 計画的運行自体を偏重することにより、かえって周辺道路の交通事情を悪化させることの

ないよう述べるとともに、継続的にある程度以上のまとまった量の搬出入が想定されている

施設では、公道に入庫待ちの搬出入車両が滞留しないよう、必要に応じて敷地内に当該車両

用の駐車待ちスペースを設けるべきである旨記述したものである。

⑤経路の設定等

設置者は、大規模小売店舗に向かう顧客や業者等が、大規模小売店舗及びその施設に到

着するまでに適切な手段や経路を選択できるよう、以下の措置を合理的に選択し、必要に

応じ組み合わせて実施することが必要である。

（解説）

○ ここでは、大規模小売店舗への来客の自動車が、駐車場に円滑に到達できるよう案内する

経路のあり方について概括的に示している。なお、以下で示す方法以外に、より適切な方法

がある場合はこれによることもあり得る。

イ．設置者は、来客の自動車が駐車場に到着するまでの案内経路を、以下のような点に配

慮して適切に設定するとともに、案内表示の設置や交通整理員の配置を行うほか、掲示

板、ビラ等を用いて混雑時間帯や経路等に関する情報提供を行うことが必要である。ま

、 。た 繁忙期にあっては自動車での来店自粛を呼びかけるなどの措置を講ずることとする

○駐車場への経路が複数想定される場合においては、最も混雑の発生が小さくなるよう

な経路を、自動車を利用する来客が選択することができるように設定すること。

○駐車場への経路が住宅地の生活道路等静穏が要求されるような道路や歩道と車道が明

確に区分されていない学校等への登下校ルートとなる道路や狭隘な道路を極力回避す

るようにすること。やむを得ず経路の一部がこうした道路を通る場合においては、登

下校時間帯の通行を避けることや不用意なクラクション等による騒音を抑えること等

を来客に呼びかけるなどの措置を講ずること。

○駐車場への経路が右折を伴うように設定される場合には、来客の自動車による右折待

ち渋滞等が発生しないようにすること。
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○駐車場へは左折入出庫を原則とし、設置者は、来客の自動車が極力駐車施設へ右折入

庫することとならないようにすること。ただし、右折を伴う来客の自動車が少数であ

る場合や適切な右折用車線が確保されている場合等、周辺の交通状況に与える影響が

少ないときはこの限りではない。

（解説）

○ 経路設定を行うに当たって配慮すべき一般的な基準を示すとともに、適切な情報提供の必

要性や、年末等の繁忙期における対応等について記述したものである。なお、ここで示した

経路設定の際の配慮事項は、当該地域の実情に応じて判断すべきであり、また、ここで示し

た対策は目的を達成するための手段の例示であるため、設置者は、これらの手段を必要に応

じて選択し、組み合わせて実行することとなる。

ロ．設置者は、搬出入車両についても上記イ．と同様の視点から、大規模小売店舗の小売

業者と協力して、当該搬出入に係る事業者に対し、当該搬出入車両の運行による混雑が

少なくなるような経路を選択するように働きかけることが必要である。また、特に、経

路上に学校等が位置する場合等には、登下校時間の運行を避ける、交通整理員の配置に

より安全の確保を図るなどの配慮を行うことが必要である。

（解説）

○ 搬出入車両の経路設定に当たっても来客の自動車の場合に準じて配慮すべき旨を一般的に

記述したものである。ただし、来客のそれとは異なり、ある程度の計画性と協調が期待され

ることとなる。

ハ．設置者は、店舗の敷地内に新たにバス等公共交通機関のための停車場を設けることが

必要な場合には、バス等公共交通機関を停車させ来客を乗降させるためのスペースを確

保するよう努めるものとする。

（解説）

○ 店舗出店に際し新たに停車場を設置する必要がある場合に限って、バス、タクシー等が公

道に停車することにより周辺の円滑な道路交通を阻害することのないように、敷地内に来客

の乗降のための停車場を設置するよう努めることを設置者に促すものである。

ニ．設置者は、大規模小売店舗が立地する地域において、市町村等がパークアンドライド

事業等の交通対策事業を行っている場合には、かかる事業の趣旨を踏まえ、こうした事

業に可能な限り協力を行うことを検討することが必要である。具体的には、顧客に対し

てこうした事業の情報を提供し、利用を働きかけるなどの対応を講じるほか、駐車場、

荷さばき施設の配置、運営方法について、こうした事業の円滑な実施を阻害しないよう

配慮することが必要である。

（解説）

○ 市町村や三セクがパークアンドライド等の事業を行っている場合、設置者も地域コミュニ

ティの一員として、駐車場及び荷さばき施設の配置、運営方法等について可能な限り協力を
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行うことを検討すべきである旨規定したものである。

なお、当該大規模小売店舗において小売店舗以外の施設が付設されており、その施設の

利用者の自動車用の駐車場出入口が小売店舗の来客の自動車用の駐車場出入口と共用され

るように設置されることにより、案内経路が重複し、上記経路設定に大きな影響を及ぼす

場合には、それについても考慮して上記の措置を講じるものとする。

（解説）

○ 当該大規模小売店舗に駐車場の出入口を小売店舗と共用する小売店舗以外の施設が併設さ

れている場合、必要に応じて併設施設への来客の自動車数を考慮した上で⑤イ～ニの各種措

置を講じる必要がある旨記述したものである。

(2)歩行者の通行の利便の確保等

大規模小売店舗の施設の構造によっては、それまで通り抜け可能であった通路が閉ざさ

れ、歩行者等が迂回しなければならなくなる場合があり、周辺が商業地域である場合、周

辺の商店等の顧客の通行の利便が損なわれる可能性がある。

（解説）

○ 店舗や駐車場、荷さばき施設といった大規模小売店舗の施設を設置する際に、これまで通

行が可能であった路地等をふさいだり、各施設への出入口が歩道における通行を妨げるよう

、 。に配置されること等により 歩行者等の利便を損なうことのないよう配慮を求める項である

設置者は、従来の顧客の通行の利便が損なわれるおそれがある場合あるいは市町村等の

策定する公的な計画に基づいて既に通行の利便確保のための事業が行われている場合にお

いては、大規模小売店舗の施設の出入口の位置、敷地内の通路の位置等について適切な工

夫を行うことが必要である。

（解説）

○ 設置者に周辺住民等の通行を円滑化するために想定されるあらゆる対応策を求めることは

、 、 、適当でないため 本項では (1)明らかに従来の通行の利便が損なわれるおそれがある場合

あるいは(2)公的計画に基づいて既に通行の利便確保のための事業が行われている場合につ

いて、適切な工夫を行うことを求めている。具体的には、歩道と交差する駐車場の出入口を

見通しが良い位置に設置する、出入口を車と歩行者が交錯しないような構造にする、車の出

入庫を示す表示を設置する、敷地の一部を通り抜け可能な通路として利用できるようにする

などの対応が選択肢として考えられる。

また、一般の買い物客等が主に通行する道路側に荷さばき施設を設けること等により通

行の円滑が妨げられることのないよう十分に周辺の状況に配慮することが必要である。

（解説）

○ 商品の搬出入のための車両が、買い物客等が主として通るような歩道を横切って頻繁に出
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入りするような構造になっている場合には、前述の駐車場の場合同様適切な対応が求められ

ることを示している。具体的には、荷さばき施設からの出入口をなるべく歩行者の通行の利

便が妨げられないような位置に設置する、車の出入庫を示す表示を設置するなどの対応が考

えられる。

店舗の閉店後においても、当該立地地点周辺の通過、通行の需要が高く、大規模小売店

舗の立地によって従来と比較して夜間の通行に支障を来すおそれがある場合には、適切な

夜間照明設備の設置等の配慮を行うことが必要である。

（解説）

○ 店舗の立地によって周辺の歩道等の見通しが悪化し、夜間に周辺を通行することが安全上

問題となることが予想される場合には、必要に応じて照明設備の配置や広告照明の点灯とい

った配慮が求められる。なお、その際に後述されるように当該照明の光が周辺住居に悪影響

を及ぼすことのないよう配慮することも必要である。

(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

、 、廃棄物の減量やリサイクルを進めることは 社会全体として求められている課題であり

特に小売業者は、リサイクル社会を構築する観点から、商品の製造事業者と消費者との接

点として非常に重要な役割を担っている。このため、設置者は、大規模小売店舗の小売業

者と協力して、関係法令等に基づき、廃棄物の減量化及びリサイクル活動を推進するよう

努めなければならない。

また、かかる認識に立ち、設置者は、周辺住民の意識を高めるために、設置者又は大規

模小売店舗の小売業者が「廃棄物減量化」及び「リサイクル推進」に資する活動等を関係

法令に基づき又は自主的に実施する予定となっている場合においては、その内容について

近隣住民への情報公開を推進するものとする。

（解説）

○ 「廃棄物の減量化の推進」や「リサイクルの推進」等については、小売業者に限らず事業

者共通の課題として既に関係法令が整備されているところであり、小売業にのみ特段の上乗

せ負担を負わせる必要性は乏しい。

一方で、小売業者は、事業者と消費者との接点であり、循環型経済社会を構築する上で重

要な役割を担っており、また 「廃棄物の減量化の推進」や「リサイクルの推進」は関係法、

令でもその意義が広く認知されていることから、ここでは「廃棄物減量化 「リサイクル」」、

について関係法令に基づき又は自主的な努力により実施している活動を公表するよう求めて

いる。

このことにより、事業者による取り組みの推進、地域住民の意識の向上に伴う小売業者の

活動への協力の推進が期待される。

○ ここで求める公表は、説明会等で周知することを想定しているが、店頭等で協力を呼びか

けることなども対応方法の一つとして考えられる。

(4)防災対策への協力
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大規模小売店舗は生活空間から一定の範囲に設置され、かつ比較的広大な敷地を有する

施設であることから、設置者は、地方公共団体から災害時の避難場所として駐車場等敷地

の一部の使用あるいは店舗で扱っている範囲の物資の緊急時における提供を行うための協

定等について締結要請があった場合、必要な協力を行うこととする。

（解説）

○ 設置者は、地方公共団体からの災害時の避難場所としての駐車場や敷地内空地の使用、生

活物資や医薬品の供給、井戸水の使用その他自治体の防災対策への協力を求められることが

あり、具体的には、地方公共団体との協定締結や協力要請への応答、登録等を行うことが想

定される。
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２．騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配

慮すべき事項

大規模小売店舗における営業活動に伴って発生する業務音や廃棄物等は、施設の配置や

運営方法によっては、周辺住民の生活環境を悪化させる場合がある。設置者は、このよう

な事態を回避するために以下のような事項について配慮を行うことが必要である。

(1) 騒音の発生に係る事項

設置者は、大規模小売店舗の営業活動に伴い発生する騒音について、騒音の防止に関連

する法令を遵守するとともに、地域の生活環境の悪化を防止するための必要な配慮を行う

ものとする。

（解説）

○ 騒音については 「騒音規制法」及びこれに基づく条例により、罰則も含めた規制が行わ、

れている。大規模小売店舗は、かかる規制を遵守することはもちろんのことであるが、実際

には 「深夜早朝の荷さばき作業」や「深夜の駐車場の適正な管理」等についての苦情の事、

例もあることから、本指針において地域住民の生活環境への影響を低減させる観点から一定

の配慮を求めている。

①騒音問題に対応するための対応策について

設置者は、大規模小売店舗の小売業者と協力して、騒音の発生部位や騒音の種類に応じ

て騒音の発生の防止又は緩和のために適切な対応策を講じなければならない。

また、設置者は、騒音の発生の時間帯、立地場所周辺の状況等地域の特性及び騒音関係

法令における地域や時間の取扱い等に考慮しつつ、下記②において予測・評価した結果か

ら対応策の妥当性を検討し、必要な措置を講じるものとする。

（解説）

○ 騒音については、同じ大きさの音であっても 「立地場所」及び「時間帯」によりその影、

響は大きく異なる。また、騒音を感じるか否かは個人的な感覚にも大きく左右されることか

ら、騒音を巡っての判断の目安として(1)②において予測・評価を行うことを求めていると

ころである。

さらに、これらの対応策について、地域住民の理解を得られるよう騒音の発生の防止又

は緩和のために配慮した事項については、公表するように努めなければならない。

（解説）

○ どのような対策を講じたかを公表することは、設置者と住民との相互理解を深める上でも

重要であることからかかる記述を盛り込んでいる。

なお、本法で義務的に求める事項は、省令で定める届出事項又は添付書類に限られるもの
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である。

具体的には、次のような対応策を合理的に選択し、必要に応じ組み合わせて実施するこ

とが求められる。なお、一般的には、施設の配置計画や建築計画における対応策は運営面

での対応策に比して騒音を低減させる効果が大きい点にも留意が必要である。

（解説）

○ 騒音については、できる限り低減させることが望ましいとの認識に立った結果、全ての措

置を講じなければならないと解されることのないよう、ここでは届出者の合理的な負担の観

点から、望ましい状況を達成するために適切なものを選択し組み合わせて実施することが適

当であるということを確認的に記載している。

また、施設の設計段階での対応は運営面での対応に比して騒音低減効果が高いという一般

論を踏まえ、後段のような記述を行っている。

イ．騒音問題への一般的対策

設置者は、施設の配置や構造の決定に際しては騒音的側面からの配慮を念頭においてこ

れを行わなければならない。例えば、住居に面している方向には下記ロ．及びハ．に記載

する騒音発生源となる施設及び機器を極力配置しないようにすること等の配慮が重要であ

る。また、施設と低層の住居が隣接している場合等には遮音壁等を設置することや緑地帯

。 、を確保することにより住居との距離を確保することも有効な対策となる場合がある 一方

遮音壁は住居等からの視界を制約し、住居等の風通しや日照に影響を及ぼす可能性もある

ので、必要に応じ、近隣住民と調整した上で設置することを検討することが求められる。

（解説）

○ 遮音壁の設置は、騒音の防止に一定の効果を有することから、これまでの出店にあたって

もこのような対応策が講じられていることが多い。一方で、遮音壁を設置する場合には、指

針に記載しているようなデメリットも生じ得るので、ここでは、かかる対応策をとる場合に

は近隣住民と調整することを促している。

ロ．荷さばき作業等小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策

ａ．荷さばき作業に伴う騒音対策

荷さばき作業は、大規模小売店舗になくてはならない作業であり、また、早朝に行わ

れることも多く、騒音に対する十分な配慮が必要とされる。これらの騒音を低減する方

策としては、次のような措置が挙げられる。

1)荷さばき施設の十分なスペースの確保による荷さばき時間の短縮、荷さばき施設の屋内

化、作業場所の床に緩衝機能を有するクッション製の素材の採用あるいは内装面の吸音

材の使用等による吸音・遮音等といった施設建築計画面での配慮

2)荷さばき作業時間の特定、必要不可欠な場合を除いた荷さばき車両のアイドリングの禁

止の徹底、低騒音型の荷さばき機器の導入の促進、作業人員への騒音防止意識の徹底等

荷さばき作業時の運営面又は機器選択面での配慮

特に深夜・早朝における荷さばき作業については、大規模小売店舗にとって最も騒音

上のトラブルが生じることの多い騒音発生源であることを認識し、設置者として住民の
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理解が得られるよう十分な対応を行うよう努めなければならない。

（解説）

○ 荷さばき作業は、小売店舗において屋外で行われ得る最も顕著な活動であるとともに、苦

。 、 。 、情の多い騒音発生源でもある このため 特に住居に配慮した対応策が求められる 例えば

荷さばき場の配置、床の材質、荷車の種類等に配慮することが考えられる。

○ 荷さばき作業によって発出する騒音は、様々な音源からなるが、結果として騒音が大きく

なることもあるため、深夜・早朝に騒音を発生させるような荷さばき作業は避けることが一

般的となると考えられる。もちろん、事業者側にとって見れば効率的な配送計画等の観点か

ら、深夜・早朝に荷さばきを行わなければならない場合もあるが、この場合には、荷さばき

施設の屋内化や騒音源対策等十分な対応が必要である。かかる観点から、特に夜間の騒音に

ついては、②のハに示すピークレベルで予測することを提示しているものである。

ｂ．営業宣伝活動に伴う騒音対策

大規模小売店舗において、ＢＧＭの使用や営業宣伝やアナウンスを行う場合には、こ

れらが周辺住民にとって受忍を超える騒音とならないよう配慮することが必要であり、

その対策としては、実施時間帯の特定及び音量の低減、拡声器等の配置場所における配

慮等が挙げられる。

（解説）

○ かかる騒音は通常の営業を行っている限り、特に問題となる事例は少ないが、比較的小規

模の店舗においては敷地外で営業宣伝を行うようなケースもあり、このような場合には指針

に沿った対応が求められる。

ハ．付帯設備及び付帯施設等における騒音対策

ａ．冷却塔、室外機等からの騒音

施設で用いる冷却塔、室外機等の設置に伴い、騒音が発生することがある。これらの

機器を屋外に設置する場合の対策としては、機器周辺の遮音効果を高めること、低騒音

機器を導入すること、機器周辺の吸音処理を行うこと（周辺の壁に吸音にすぐれた素材

を用いること等 、防振架台の設置等機器の稼働に伴う振動を防止することにより騒音）

の発生を低減すること等の対応策が挙げられる。

ｂ．給排気口等からの騒音

給排気口等においても、風切り音や送風機等の機械騒音が放射されることがある。こ

れらの騒音に対する対策としては、吹き出し口、吸い込み口の形状の検討、ダクト等の

吸音、風速、風量の調整、低騒音型の送風機等の導入等が挙げられる。

（解説）

○ 設備機器からの騒音については、発生源周辺を吸音処理することが有効な対策の一つとな

ることを示している。また、施設設計者との協力を得て対応することが不可欠な事項でもあ

ること等を踏まえ、実際の対応策を講じるべきであるとしている。

○ なお、定格出力が7.5kwを超える空気圧縮機及び送風機を設置している場合には、騒音規
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制法の「特定工場等」に該当し必要な規制を受けることとなり、同法に基づく対応が求めら

れることとなる。

ｃ．駐車場からの騒音

駐車場を付設する場合には、敷地内での自動車騒音についても考慮した上で設置する

こと等が必要となる。具体的には、次のような措置が挙げられる。

1)駐車場の屋内化及びこれに伴う天井・壁の吸音処理、立体駐車場等におけるスロープの

勾配等に配慮した防音対策、床や排水蓋等による段差をなくすこと等の施設の配置・構

造面での配慮

2)駐車場利用時間帯の制限、誘導員・監視員による場内走行の円滑化、見回りの実施等運

営面での配慮

なお、駐車場内においては、不必要なアイドリング、クラクション、空ぶかし等を行

わないことが必要であり、来店者等に対して表示板等によるアイドリング防止の呼びか

けを行うなど適切な措置を講ずることが必要である。

さらに、営業時間外に外部からの侵入者が騒音を発生することを防止するために、深

夜・早朝においては駐車場を閉鎖し十分な管理を行うことも必要である。

（解説）

○ ここでは、駐車場からの騒音への対応として、設計段階の配慮と運営上の配慮で解決すべ

きことを示している。特に、立体駐車場のスロープが住居側にある場合等においては騒音を

発生させる可能性が高いため、留意が必要である。

、 、 。○ 一方で 駐車場内のアイドリングや空ぶかし等については 設置者の対応には限界がある

「来店者等への呼びかけ」と「誘導員による注意」しか対応は困難なことも踏まえ、必要に

応じこれを抑制するような対策を講じることを前提に、かかる音は予測の対象から外してい

る。

○ 夜間の駐車場が青少年や暴走族のたまり場となることによる騒音は、荷さばきと並んで大

きな問題となっているところである。このため、施設管理に万全を期すことにより十分な対

応を行うことが求められる。

ｄ．廃棄物収集作業等に伴う騒音

廃棄物収集作業等に伴い騒音が発生することも予想される。施設の配置面での配慮、

廃棄物処理業者への騒音抑制意識の向上の働きかけ、深夜や早朝における作業回避等回

収時間帯の制限等が騒音を低減する方策として挙げられる。

（解説）

○ 廃棄物の収集作業においても、近隣に対する騒音が発生することがある。このため、深夜

早朝に大きな騒音を発生させるような回収作業は避けることが好ましいが、廃棄物収集作業

を実際に行うのは 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の許可業者又は市町村であるた、

め、かかる対応が困難である場合には施設の配置面での配慮が必要となることになる。

②騒音の予測・評価について



< 32 >

、 。設置者は 自ら講じようとする対応策が妥当であるか否かを予測・評価するものとする

全ての設置者は、下記ロ．に沿って騒音全体についての予測を行い、総合的な騒音の評価

基準を満たすように努めるものとする。

さらに、夜間において営業又は営業関連の機器の使用、施設の運営に伴い騒音が発生す

ることが見込まれる場合には、下記ハ．に沿って夜間発生が見込まれる個々の騒音につい

ての予測を行い、評価基準を満たすよう努めるものとする （なお、ここでいう「夜間」。

とは、これを評価する基準となる「騒音規制法（昭和４３年法律第９８号 」において、）

予測地点に適用される「夜間」の時間帯とすることを原則とし、予測地点において騒音規

制法による地域の指定が行われていない場合は、午後１１時から午前５時とすることがで

きる ）。

（解説）

○ 騒音の評価については、住民の感じ方によるところが大きいことから、店舗と住民の話し

合いが重要となるが、その際、何らかの指標が必要であることから、基準を設けることとし

たものである。

○ これらの評価基準は、既存法令等を参考にして騒音の評価方法及び予測方法を記載したも

のである。しかし、引用した基準及び方法は、必ずしも大規模小売店舗から発生する騒音に

適用されることを想定して策定されているものではない。このため、これらの基準は、現時

点で相対的にみてより妥当な目標値という意味でよすがとすべき基準である。

また 「環境基準」そのものも「生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持さ、

れることが望ましい基準」であり、かかる基準を「強制的な基準」として捉えるべきではな

い。

○ 騒音の予測評価は、1)店舗から発生する騒音を全体として予測・評価するもの、と2)個々

の発生源ごとの騒音を予測・評価するものとの双方があり、本指針では、一般的に行う予測

の評価として前者を採用しつつ、特に配慮が求めれる夜間騒音については後者の予測・評価

を併せて行うという２段階の評価を示している。1)の評価基準として採用した「環境基準」

は、国際的なスタンダードとなっている等価騒音レベルに着目しており最新の評価基準であ

ること、2)の評価基準としての「夜間の騒音規制法の規制基準」は、特定工場や深夜営業に

適用されるという意味で事業場からの騒音の評価に適していることからこれを採用してい

る。

イ．予測・評価に当たっての基本的事項

ａ．予測・評価の対象となる騒音の種類と分類

設置者が予測・評価すべき騒音の種類は、次のとおりとする。なお、騒音は、その時

間的なレベル変動の特性から、以下の３つに分類するものとし、下記ロ．及びハ．に記

載する予測・評価を行う場合には下記の分類に沿って行うものとする。なお、下記に記

述するもの以外から発生する騒音については、騒音の発生のレベルや頻度、現実的予測

の難易性等を勘案し、予測の対象としていないが下記と同等の影響があり、予測するこ

とが可能と認められる場合には、これらもあわせて予測を行うものとする。

1)定常騒音（レベル変化が小さく、ほぼ一定とみなされる騒音）

○冷却塔、室外機等から発生する騒音
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○給排気口等から発生する騒音

2)変動騒音（騒音レベルが不規則かつ連続的にかなりの範囲にわたって変化する騒音）

○敷地内における自動車走行等による騒音（来客の自動車によるもの、荷さばき作業の

ための車両からの騒音を含む ）。

○荷さばき作業のための車両のアイドリング、後進警報ブザー等の騒音

○廃棄物収集作業等に伴う騒音

○ＢＧＭ（バック・グランド・ミュージック 、アナウンス等営業宣伝活動に伴う騒音）

3)衝撃騒音（一つの事象の継続時間が極めて短い騒音）

○荷さばき作業に伴う荷下ろし音、台車走行音等の騒音

（解説）

、 。 、○ 店舗から発生する騒音の全てを予測の対象とすることは 事実上不可能である このため

店舗から発生する騒音のうち典型的なものを予測の対象となり得るものとして列挙してお

り、予測不可能な騒音や指針において原則禁止とするもの（来客者のアイドリング・クラク

ション等）は予測すべき対象から除くこととしている。

○ 基本的には、店舗から発生する騒音の発生源を網羅したものであるが、個別の店舗計画に

応じて記述された騒音源以外に周辺に著しい影響を与えうる機器等が利用される場合には、

かかる騒音も対象として考えることが適当である。

○ 冷却塔等は小売店舗以外の施設との共用である場合がある。しかし、音としてこれらを分

、 。離することは困難であるので このような場合には冷却塔全体の音を対象とすることになる

一方、小売店舗から発生する音とその他の音が分離可能な場合には、小売店舗に関する騒音

のみを予測することとなる。

ｂ．その他事項

騒音の予測は、下記ロ．及びハ．に述べるとおり、音の伝搬理論に基づく予測式による

方法等それぞれの評価方法と比較可能な方法を用いて行うものとする。

予測に当たっては、それぞれの騒音源について、騒音のパワーレベル、騒音のピークと

なる値、音の継続が予測される時間、騒音源から測定地点までの距離等のデータが必要と

なるが、これらは類似店舗における騒音の実態等を測定することにより予測することも可

能である。

（解説）

○ 騒音の一般的な予測方法として、騒音源のパワーレベルや測定地点までの距離等のデータ

から、音の伝搬理論により導き出していく方法を示したものである。騒音源に関する各種デ

ータは、機器のメーカーが提示するものや過去の実測値によるものなど様々である。

ロ．騒音の総合的な予測・評価方法

ａ．予測方法

大規模小売店舗の施設から発生する騒音全体について、以下の方法により、予測を行

うものとする。

、 、 、なお 設置者は 特別の事情により次の予測方法等によることが適当でない場合には
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その根拠を示して別の方法で騒音を予測することができる。

1)予測地点

「原則として建物の周囲４方向からそれぞれ近接した最も騒音の影響を受けやすい地

点に立地し又は立地可能な住居等の屋外」とする。

ただし、住居等の立地が不可能な用途の地域に面している方向については、これを予

測する必要はない。一方、高層住居等が隣接している場合には、仮に遮音壁を設置して

もその効果の及ばない高層住居における騒音についても予測することが望ましい。

（解説）

○ 「周囲４方向」を予測対象としている理由は、騒音の発生源は店舗の敷地全体に分散して

いるため、最も影響を受ける方面は実際に予測・計算してみないとわからない場合があるた

めである。このため、建物を四角形とみて周囲４方向を対象とし、そのうち騒音の影響を受

けやすい地点を予測するものとしている。

○ 高層住居については、遮音壁等を設置した場合、低層部分より高層部分の方が騒音レベル

が高くなり得ることもあるのでその予測を求めているところである。ただし、現時点におい

て高層住居が設置されていない場合にはこれを考慮する必要はない。

2)予測計算方法

平均的な状況を呈する日におけるその昼間（午前６時～午後１０時）及び夜間（午後

１０時～午前６時）における等価騒音レベルを予測するものとする。予測は、上記イ．

ａ．の騒音の発生源ごとに、騒音の継続時間を勘案して算出し、これを合算する。

※「等価騒音レベル」とは、ある時間範囲について、変動する騒音レベルをエネル

ギー的な平均値として表したもの。時間的に変動する騒音のある時間における等

価騒音レベルはその時間範囲における平均二乗音圧と等しい平均二乗音圧をもつ

定常音の騒音レベルに相当する。単位はデシベル（ｄＢ 。）

（解説）

○ 「平均的な状況を呈する日」及び「昼間・夜間」とも、その定義は本評価のよりどころで

ある「騒音に係る環境基準について（平成10年９月30日環境庁告示第６４号 」に沿ったも）

のである。

ｂ．評価方法

設置者は、自らの施設から発生が予想される全体の騒音が、騒音の予測場所において

適用される下記参考①の「騒音に係る環境基準（平成10年９月30日環境庁告示第６４

号 」の基準値（道路に面する地域以外の地域に係る基準値）を超えないように努める）

ものとし、この観点から、上記ロ．ａ．の予測値が環境基準に適合するか否かを評価す

る。

なお、予測場所の地域において都道府県知事による「騒音に係る環境基準」の地域の

類型が指定されていない場合には、住居等の集合の状況、土地利用の実態及び将来の計

画等を勘案し、都道府県と協議の上、設置に係る店舗に適用される地域の類型を推定す

ることができる。
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［参考①］騒音に係る環境基準について（平成10年９月30日環境庁告示第６４号）
（抜粋）
環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおり
とし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事が指定する。

地域の類型 基準値
昼間 夜間

ＡＡ ５０デシベル以下 ４０デシベル以下
Ａ及びＢ ５５デシベル以下 ４５デシベル以下
Ｃ ６０デシベル以下 ５０デシベル以下

（注）１ 時間の区分は、昼間を午前６時から午後１０時までの間とし、夜間を午後１０
時から翌日の午前６時までの間とする。
２ ＡＡを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地
域等特に静穏を要する地域とする。
３ Ａを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
４ Ｂを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
５ Ｃを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地
域とする。

（解説）

○ 地域指定がない場合

、 、騒音に係る環境基準に基づく地域の指定については 都道府県知事により行われているが

必ずしも全ての地域においてその指定が行われているとは限らないので、指定されていない

地域があった場合の推定方法についても記載している。この点については、設置者のみの判

断で地域を決めるのではなく、運用主体である都道府県等と協議して決定することが必要で

ある。

、 、 、 「 」 。○ なお 地域区分は 予測・評価を行う地点 すなわち 住居等の屋外 の区分を意味する

例えば、店舗敷地はＣ区分であっても、予測・評価地点がＢ区分であれば、Ｂの数値で評価

するということになる。この点、ハ．での敷地境界線上の評価と考え方が異なることに留意

が必要である。

ハ．発生する騒音ごとの予測・評価方法

ａ．予測方法

設置者は、上記ロ．の総合的な騒音の評価に加え、それぞれの騒音源が発生する騒音

の最大値等に着目し、夜間において営業又は営業関連の機器の使用、施設の運営に伴い

、 、 。騒音が発生することが見込まれる場合には 以下の方法により 予測を行うものとする

ここでいう「夜間」とは 「騒音規制法（昭和４３年法律第９８号 」において、予、 ）

測地点に適用される「夜間」の時間帯（午後９時、10時又は11時から翌日の午前５時又

は６時までの範囲内において都道府県知事が定めるもの）とすることを原則とし、予測

地点について騒音規制法による地域の指定が行われていない場合は、午後１１時から午

前５時とすることができる （以下ハ．において同じ ）。 。

、 、 、なお 設置者は 特別の事情により次の予測方法等によることが適当でない場合には

その根拠を示して別の方法で騒音を予測することができる。

（解説）

○ 騒音に関しては、既に店舗から発生する騒音全体についてロ．において示したように「等

価騒音レベル」を使った予測・評価を行うこととしているが、特に「夜間」については、個
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別の騒音のピークレベルについても併せて予測・評価を行うこととしている。

○ なお、予測対象とする音としては、例えば「荷さばき作業」など「夜間」に行われる作業

・営業関係活動から発生する騒音を評価の対象としており 「夜間」において、これらの作、

業・活動が全く行われない場合には、ハ．による予測・評価は不要である。

1)予測地点

大規模小売店舗の敷地の境界線とする。この場合、隣接する住居等への影響を考慮した

高さにおける騒音レベルの予測を行うこととする。

なお、騒音防止対策として遮音壁等を設置する場合には、その背後に立地し又は立地可

能な住居等の屋外における騒音レベルも予測しておくことが望ましい。

（解説）

○ ここでは騒音規制法の考え方によっているため 「ロ．騒音の総合的な予測・評価方法」、

の場合とは異なり、予測地点を「住居等の屋外 （＝「受音点」)ではなく「敷地境界線」」

としている。

○ 予測地点の「高さ」は生活環境保全の見地から合理的に判断することとなっており、近隣

に高層住居等がある場合には、これを考慮した「高さ」で予測・評価することとなる。した

、 、 、がって 敷地境界線上に遮音壁を設置する場合であって 近隣に高層住居等がある場合には

遮音壁の直後で測定するほか、騒音発生源と高位置の受音点を結んだ線における敷地境界線

上の点の騒音レベルについても予測を行い、これを考慮することとなる。

2)予測計算方法

平均的な状況を呈する日において、定常騒音の場合には「騒音レベル 、変動騒音及び」

衝撃騒音の場合には「騒音レベルの最大値」を予測するものとする。

なお 「騒音レベルの最大値」は騒音計の「時間重み特性Ｆ」を用いて測定した場合の、

ものとする。

（解説）

○ 騒音規制法の考え方に沿った予測方法を示したものである。

○ 「時間重み特性Ｆ」とは、日本工業規格（JIS C1502又はJIS C105）で規定されている騒

音計の速い動特性（F又はFAST）のことである。

ｂ．評価方法

設置者は 「夜間」に発生することが見込まれるそれぞれの騒音が、騒音の測定場所、

において適用される「騒音規制法における夜間の規制基準値（その基準値は、都道府県

知事により下記参考②に示す範囲内で設定されている 」を超えないように努めるもの）

とし、この観点から、上記ハ．ａ．の予測値が規制基準に適合するか否かを評価する。

なお、予測場所の地域において騒音規制法に基づく地域の指定が行われていない場合

には、大規模小売店舗の立地場所の用途地域等を勘案し、都道府県と協議の上、設置に
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係る大規模小売店舗に適用される区域の類型及び基準値を推定することができる。

［参考②］騒音規制法における夜間の規制基準値の範囲

第１種区域 ４０デシベル以上
４５デシベル以下

第２種区域 ４０デシベル以上
５０デシベル以下

第３種区域 ５０デシベル以上
５５デシベル以下

第４種区域 ５５デシベル以上
６５デシベル以下

（備考）
※第１種区域、第２種区域、第３種区域及び第４種区域とは、それぞれ次の各号に掲げ
る区域をいう。
1)第１種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
2)第２種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
3)第３種区域 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、そ
の区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
4)第４種区域 主として工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の
生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域

（解説）

○ 「騒音規制法における夜間の規制基準値」は 「特定工場等において発生する騒音の規制、

に関する基準（昭和43年11月27日厚生省農林省通商産業省運輸省告示第１号 」において用）

いられているものであるが、大規模小売店舗から発生する個別騒音の評価に現段階では最も

妥当なものであると考えられるため、ここで引用している。

○ なお、これらの基準については 「適用地域 「対象時間 「適用基準」の３項目につい、 」、 」、

て、一定の範囲内で地域特性を考慮できるようになっているという特徴がある。

○ 実際の条例等において 「対象時間 「適用基準」については、各地方自治体で異なる基、 」、

準が設けられている 「適用地域」についても、一部の用途地域については違いが見られ、。

都市計画区域外等を網羅していない場合もある。このような場合には、ロ．の場合と同様に

運用主体である都道府県等と協議の上 「適用基準」と併せて推定することが必要となる。、

(2)廃棄物に係る事項等

設置者は、建物内の小売店舗から排出される廃棄物等（小売業の事業活動に伴い排出さ

れるものであって再資源化可能なものを含む。以下同じ ）に係る保管・運搬・処理に関。

し、周辺地域の生活環境の保持の観点から適正な配慮を行わねばならない。設置者は、廃

棄物等の処理等に関し、廃棄物等に関連する法令に基づき地方公共団体の行う施策に協力

しなければならない。

（解説）

○ 廃棄物については 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「悪臭防止法」において、

格別の対応がなされており これら法令に基づいて行われる施策と齟齬をきたさないよう 地、 「

方公共団体の施策への協力」を行うべきことを盛り込んでいる。
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○ 「廃棄物等」と「等」を入れているのは、リサイクルを行う有価物は「廃棄物」に該当し

ないという技術的な理由によるものである。しかし、悪臭・散乱防止の視点からは、有価物

であるか否か、リサイクル可能か否か等は考慮の対象ではないことから、ほとんど同一の取

扱いを行っている。

①廃棄物等の保管について

設置者は、廃棄物等が処理され、又は、処理のため搬出されるまでの間、廃棄物等を適

切に管理し散乱等を防止するとともに、周辺に悪臭の問題や衛生上の問題が生じないよう

配慮することが必要である。

イ．保管のための施設容量の確保

設置者は、下記に分類する廃棄物等の種類ごとに必要となる保管容量を算出し、全体と

。 、して充分な容量を有する保管施設を確保するものとする 確保すべき保管容量については

以下の考え方によるものとする。

「廃棄物等の保管容量（ 」＝「Ａ：１日当たりの廃棄物等の排出予測量(ｔ 」�） ）

×「Ｂ：廃棄物等の平均保管日数」÷「Ｃ：廃棄物等の見かけ比重（ｔ/ 」�）

（解説）

○ 廃棄物に関する部分で最も重要な事項が「施設容量」の確保である。悪臭や散乱の防止の

観点から、事業者には適正な施設容量を確保することが求められる。しかし、廃棄物につい

ては、仮に十分な廃棄物の施設容量がとれない場合又は予測を超える量の廃棄物が排出され

た場合でも、廃棄物等の回収頻度で調整することも可能であり、ここでは「平均保管日数」

を算式に加え、この点も十分に考慮に入れているところである。

ただし、廃棄物等の排出量については、店舗の運営方法等によって大きく差異があるこ

とから、上記計算式及び以下の各表に示す原単位によることが適当でない場合は、その根

拠を示して他の方法で算出することができる。かかる場合には、主たる小売業者が同一で

あって取扱い品目・規模等が同種の店舗における実績値等を参照し、算出された値を修正

することができる。

廃棄物等の排出量に影響を及ぼす事項としては次のようなものが考えられる。

○紙製廃棄物等

ダンボールを使用しない納入方法（通い箱・リターナブルコンテナ等の使用、ハンガ

） 、 。ー納品の実施等 を採用する場合には 当該廃棄物等排出量を減少させることがある

○空き缶・空き瓶

店頭において空き缶・空き瓶の回収箱を設置している場合には、かかる取組みが大幅

に進展した場合当該廃棄物等の排出量を増加させることがある。

○厨芥その他の廃棄物等

食品を取扱う店舗において、食品加工場を付設していない場合には、廃棄物等の排出

量を減少させることがある。
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（解説）

、 、○ 原単位は後で述べるように 店舗のオペレーションによって相当程度バラツキがあるため

排出予測量については、原単位に基づく試算のみならず合理的な理由があればこれを減じる

こと等の柔軟な対応ができることが必要である。具体的には、チェーン展開している企業の

場合には、類似の業種・規模での実績等を示すことにより、原単位に基づく排出予測量と異

なる値を採用することができることとしている。

○ また、その他にも廃棄物排出量に影響を及ぼす主なケースを例示しているが、これらにつ

いて、定量的な影響度を示すことは困難である。

○ なお、リサイクル対象物資については、その現時点における店頭回収量についても、原単

位に反映されているのでこのような問題は生じない。ただし、今後、新たなリサイクルの義

務づけが行われる場合には、見直しが必要となることも想定される。

なお、廃棄物等の保管場所が、小売店舗以外の施設から排出される廃棄物等と同一の場

所である場合には、設置者は、小売店舗以外の施設からの廃棄物等の排出予測量も考慮し

て上記計算式により算出した「廃棄物等の保管容量」が確実に確保できるよう措置するこ

とが必要である。

さらに、リサイクル等の推進に関連する法令等に基づき、施設内の小売業者が廃棄物等

の回収を行う場合には、将来的な回収見込み量（廃品の引取りも含む ）をも勘案して適。

正な保管容量を確保しなければならない。

（解説）

○ 複合施設であって廃棄物保管施設を共有している場合には、かかる施設からの排出量も勘

案する必要がある。これらについては、類似施設の実績等を参考に判断することとなるが、

市町村においても必要なデータを保有しているケースも多いと考えられる。

○ なお 「容器包装リサイクル法 「家電リサイクル法」等リサイクルの推進に関する法令、 」

において、今後小売店舗がこれらの物資の回収拠点とされる場合がある。この場合、これに

より必要となる保管容量についても十分な容量を備える必要がある。

廃棄物等の種類については以下のように区分する。

1)紙製廃棄物等（タンボール等再資源化の可能なものに限る ）。

2)空き缶及び空き瓶（アルミ製又はスチール製の缶、ガラス製の瓶を指す ）。

3)厨芥その他の廃棄物等（上記1)及び2)以外の廃棄物等でプラスチック製廃棄物等を含

む ）。

（解説）

○ 店舗が排出する廃棄物等の種類については、その取扱い品目により対応方法が異なること

から、何らかの分類を行うことは必要となる。しかし、各企業においては、ペットボトル等

プラスチックについてもリサイクルの実施の有無が分かれる等保管分類は統一的ではなく、



< 40 >

さらに、各地方自治体でも、可燃物と不燃物の定義が異なる等統一的な廃棄物分類が確立さ

れていない。

○ これらの事情に加え、各種調査結果等も勘案し、1)ダンボールについては有価物であり各

企業とも分類して保管していること、2)空き缶・空き瓶については、容器包装リサイクル法

等との関係でほとんどの店舗が分類して保管していることからこれを独立させ、その他は１

つの分類とすることとしている。

○ 「紙製廃棄物等」は、主としてダンボールを想定しているが、新聞紙やチラシ等を束ねて

リサイクル用として運搬する場合にはここに含まれる。紙屑等は3)に分類される。

○ 「空き缶及び空き瓶」は、リサイクル可能なアルミ製・スチール製・ガラス製に限ってい

。 、 。る ペットボトルについてもリサイクルを行っている例もあるが ここでは3)に分類される

○ 「厨芥その他の廃棄物等」は、上記以外のものを含んでいる。生ゴミ、プラスチック製廃

棄物、廃油等の産業廃棄物もこの分類に該当する。

○ また、ここでは廃棄物等を３つの種類に分類しているが、自治体によっては、これと異な

る分別を求めているケースがある。本指針における保管容量のチェックについては、それぞ

れに算出される排出量を合算して満たしていれば原則として問題はなく、したがって実際の

分別区分と異なることは問題とならない。しかし、生ゴミのような特別の管理が求められる

ものについては、仮に生ゴミの保管場所が小さすぎる場合、空き缶・空き瓶の保管場所を流

用して一緒に保管することは望ましくないので、このような場合には廃棄物等の種類を勘案

することが必要となるケースもあり得る。

（ ） 、 。上記算出式中の各要素 Ａ～Ｃ については 以下の考え方により算出するものとする

Ａ：１日当たりの廃棄物等の排出予測量

廃棄物等の排出量は、廃棄物等の種類ごとに、下記に分類する業態に沿って、原則

として以下に示す計算式により、年間の平均的な時点における廃棄物等の排出予測量

を算定するものとする。その際の各原単位は以下の表に示す値を基準とするものとす

る。

なお、店舗面積が6,000㎡を超える店舗については、店舗面積が6,000㎡以下の部分

については6,000㎡以下の業態別原単位を、店舗面積が6,000㎡超の部分については

6,000㎡超の共通原単位をそれぞれ使用して算出した数値を合算するものとする。

「１日当たりの廃棄物等の排出予測量(ｔ 」＝「店舗面積当たりの廃棄物等排出量原）

単位（ｔ/千㎡ 」×「店舗面積（単位）

千㎡ 」）

（解説）

○ 廃棄物の排出量の算定にあたっては 「年間の平均的な時点」を基本とすることとしてい、

る。年末等の繁忙期にあわせて保管容量を設定すると過大となりがちなこと、回収頻度での
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対応も可能なことから、このような考え方をとっている。なお、繁忙期等においては、後述

の「②廃棄物等の運搬や処理について」の項目の中で特別な配慮が必要である旨盛り込んで

いる。

○ なお、廃棄物の原単位については、排出量は店舗面積との相関が強いことから、店舗面積

に比例した原単位を提示している。しかし、必ずしも正比例関係にはなく、規模が大きくな

るとダンボールを使用しないリターナブルコンテナの使用等により排出量原単位が逓減傾向

、 。にあることから 6,000㎡を超える部分の原単位については異なった原単位を設定している

一方で、廃棄物の排出量の連続性も考慮し、例えば、10,000㎡の店舗であれば、6,000㎡

分は6,000㎡以下の原単位、残りの4,000㎡分は6,000㎡超の原単位を使用することとしてい

る。

（例）10,500㎡の総合店の紙製廃棄物等の排出予測量

0.24t/千㎡×6.0千㎡ ＋ 0.028t/千㎡×4.5千㎡ ＝ 1.566t

［店舗面積当たりの廃棄物等排出量原単位］

紙製廃棄物等
業 態
総合店 衣料品専門店 食料品専門店 住･生活関連品

専門店
小 6000㎡以下の
売面 部分の原単位 0.24 0.31 0.32 0.25
店積 6000㎡を超え
舗 る部分の原単位 0.028

（単位：ｔ／千㎡）

空き缶及び空き瓶
業 態
総合店 衣料品専門店 食料品専門店 住･生活関連品

専門店
小 6000㎡以下の
売面 部分の原単位 0.037
店積 6000㎡を超え
舗 る部分の原単位 0.008

（単位：ｔ／千㎡）

厨芥その他の廃棄物等
業 態
総合店 衣料品専門店 食料品専門店 住･生活関連品

専門店
小 6000㎡以下の
売面 部分の原単位 0.23 0.15 0.28 0.098
店積 6000㎡を超え
舗 る部分の原単位 0.083

（単位：ｔ／千㎡）

（解説）

○ 本原単位は、全国約5,000店の既存店を対象に行った「大規模小売店舗立地法の施行のた

めの基礎調査 （平成１０年８月実施。約2,900店回答 ）の結果に基づき設定したものであ」 。

る。
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○ なお、空き缶・空き瓶については、店舗によっては、廃棄物として排出されることがほと

んどない場合もあり得るので、店舗内の自動販売機の設置の有無や営業活動・取扱商品から

判断して、空き缶・空き瓶の発生量が小さいと認められるときには、これを証明することに

より、原単位から算定される保管場所の容量を減じることは可能である。

注）上記業態の分類については以下の定義による。

○衣料品専門店：

衣料品関連の取扱い品目が７０％超えるなど主として衣料品を取り扱う店舗

○食料品専門店：

食料品関連の取扱い品目が７０％超えるなど主として食料品を取り扱う店舗

○住･生活関連品専門店：

上記衣料品・食料品以外の取扱い品目が７０％超えるなど主として住･生活関連品を

取り扱う店舗

○総合店：

衣料品や食料品、住･生活関連品に関する各種商品を取り扱う店舗

（解説）

○ 廃棄物については、取扱い品目により、排出される廃棄物の種類・量が異なることが想定

されるため、業態による分類を行っている。

○ ここでの分類は、商業統計における分類をベースとしているが、1)「百貨店」と「総合ス

ーパー」はセルフ又は非セルフの相違のみで取扱い品目には差違がないことから、これらを

合わせて「総合店」という一つのカテゴリーとした。また、2)「専門店」については、多種

多様なものが含まれているが、ここでは 「衣料品専門店 「食料品専門店 「住・生活関、 」、 」、

連品専門店」に分類した。なお、専門店の「７０％」基準は商業統計を基本に設定したもの

である。

なお、法第５条第２項及び省令第４項第１２号により、大規模小売店舗の設置者は、廃棄

物等の保管施設の容量を算出するために、廃棄物等の排出量の予測結果及びその算出根拠を

届出の添付書類として提出しなければならない。この場合の算出根拠については、原則とし

て、上述の計算式を使用することが想定されているが、当該計算式においては、業態の類型

によって、異なる「廃棄物等排出量原単位」を使用することとされている。従って、設置者

は、廃棄物等の排出量を予測する際に指針中の原単位を用いた場合には、届出の添付書類に

おいて、適用した業態分類を明記しておく必要がある。

Ｂ：廃棄物等の平均保管日数

上記Ａで分類した廃棄物等の種類ごとに平均保管日数を算定するものとする。

（解説）

。 、「 」 、○ 平均保管日数は回収予定頻度から予測される なお 厨芥その他廃棄物等 については

生ゴミとプラスチックゴミでは異なる回収頻度が予定されている場合もある。このような場

合には、量的に最も多い廃棄物の回収頻度を採用する方法、廃棄物の種類毎に排出量に応じ

て比例配分する方法、そもそも別々に排出量を予測する方法のいずれを採用してもよい。
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Ｃ：廃棄物等の見かけ比重

廃棄物等の見かけ比重については、下記の数値を用いることとする。ただし、特別

の事情により上記計算式等によることが適当でない場合は、その根拠を示して他の方

法で算出することができる。その根拠には、主たる小売業者が同一であって、取扱品

目や規模等が同種の店舗における実績値を含む。なお、生ゴミ等水分含有率の高い廃

棄物等の場合には 「その他廃棄物等」の比重は参考値を上回ることがある。また、、

機器を用いて、廃棄物等を圧縮する場合には、これを勘案することができる。

［参考値］ 廃棄物等の比重

比重

紙製廃棄物等 ０．１０

空き缶・空き瓶 缶 ０．１０～０．１５

瓶 ０．１０～０．３０

厨芥その他の廃棄 ０．１５

物等

（単位：ｔ／ ）�

（解説）

○ 廃棄物等の見かけ比重については、関係省庁・地方公共団体・大型店のデータを基に、廃

棄物等の種類別の参考値を提示している。

しかし、特に「厨芥その他の廃棄物等」については、ゴミの構成（水分を多く含んだ生ゴ

ミか、プラスチック容器か等）により差違もあることから、参考値は、既存の数値の中で最

も一般的な数値を採用した。したがって、類似店の実績に基づいて、上記参考値と異なる数

値を適用するといったこともできる。

ロ．廃棄物等の保管場所の位置及び構造等について

設置者は、廃棄物等の保管場所の位置、構造等を決定するに当たっては、当該大規模

小売店舗が立地する地域を管轄する地方公共団体における廃棄物等の分別状況等処理の

状況を十分考慮するとともに、以下の事項を配慮しなければならない。

ａ．廃棄物等の保管施設の位置・構造等については、適正な廃棄物等の分別の実施等搬出

の作業の利便の確保を図るとともに、中間処理及び搬出作業に伴う騒音、悪臭が周辺の

住居等に与える影響を最小限のものとするように配慮するものとする。

ｂ．特に生ゴミを排出する大規模小売店舗においては、周辺への悪臭の発散等を防止する

ため、あるいはカラス等による廃棄物等の散乱を防止するため、保管施設の密閉性を確

保するとともに、必要に応じ適正な温度管理の実施等防臭・除臭のための適切な対策を

とるものとする。

（解説）

○ 廃棄物の保管場所を決定する際には、廃棄物の収集に当たって騒音の発生が予想されるこ

と、生ゴミ等から悪臭が発生することから、住居が密集している場所に対応なしに設置する

ことは好ましくない。一方で、廃棄物収集作業等を円滑に行うことが騒音・悪臭の発生の軽

減に資することから、双方のバランスを考えて配置を決定することが必要となる。地方自治
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体が廃棄物を回収するケースでは、廃棄物収集場所が敷地外となることもあるが、この場合

にも同様の配慮が求められる。

、 。○ 地方自治体が分別について指導している場合には これに沿って対応することが望ましい

分別を適切に行うことは、散乱の防止につながり、また回収作業を円滑に進めることによる

騒音の防止等に資すると考えられる。

○ 特に生ゴミを発生させる店舗は、保管場所の位置・構造等に関する配慮が必要である。生

ゴミの保管場所は、密閉された上、冷房等による低温保管等が行われている場合もあり、こ

のような対策も悪臭防止のために有用である。また、清掃等を随時行う等の対策を講じるこ

とも考えられる。

②廃棄物等の運搬や処理について

設置者は、大規模小売店舗の小売業者と協力の上、廃棄物等に関連する法令の規制に

則って、周辺への悪臭や衛生上の問題に配慮しつつ、廃棄物等の運搬や処理に関し適正

な施設の配置及び運営等を行わなければならない。さらに、廃棄物等の敷地内の処分、

リサイクル等を行う場合には、これらの活動が与える周辺住民への生活環境上の影響を

十分勘案して、設備等の配置や運営を行わなければならない。

具体的には、設置者は下記のような措置を合理的に選択し、必要に応じ組み合わせて

実施することが求められる。

（解説）

○ 廃棄物を敷地外で処分する場合には、適正な処分（焼却・リサイクルの両方を含む）が行

われることが見込まれる業者に運搬を依頼し持ち出す段階までが、大店立地法が取扱う範囲

である。一方、敷地内で処分を行う場合には、設置者又は小売業者で十分に管理可能である

、 。ため 処分に伴う生活環境への影響に配慮することが大店立地法で求められるところである

しかし、これらの事項については 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「悪臭防止、

法」で対応可能なものであることから、これらの他法令に沿って適切な対応をすることをこ

こでは求めている。

イ．廃棄物等を敷地外で処理する場合には、十分な運搬頻度を確保すること。特に、繁忙

期等廃棄物等が大量に生じる時期等については、廃棄物等の保管容量を超えないよう必

要に応じ運搬頻度等を増やすこと等について柔軟な対応を講じること。

（解説）

○ 前述したように本指針では、平常時における適正な廃棄物の保管容量を求めていることか

、 。 、ら 繁忙期等においては保管容量が不足する事態が生じることもある このような場合には

運搬業者等との契約の中で運搬頻度を増加させることができるような対応策を講じる必要が

ある。

ロ．廃棄物等の運搬予定業者等の決定に当たっては、関係法令等に配慮しつつ、適正な処

理が確保されるように適切な業者の選定を行うこと。
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ハ．敷地内で廃棄物等を処理する場合（圧縮機等による中間処理を含む）には、その具体

的方法及び関連設備について関係法令の規制に従い適正に行うとともに、関連作業に伴

う騒音、悪臭が周辺の住居等に与える影響を最小限とするような設備の配置や運営を行

うこと。

（解説）

○ 廃棄物の保管スペースを減少させるために、圧縮機を使用し廃棄物を圧縮させる際に悪臭

や騒音を発生させることもあるため、焼却等の処理のみでなく中間処理についても特に記載

しているものである。

ニ．店舗内の関係者及び関連事業者に対し、廃棄物等の運搬や処理が適切に行われるよう

徹底すること。

（解説）

○ 廃棄物の実際の管理は、設置者というよりは小売業者が中心となって行うことになる。こ

のため、廃棄物分野においては、責任体制や管理体制を確立しておくなどの対応が特に必要

であることから記載している。

③その他設置者としての廃棄物等に関連する対応方策について

食品加工場における作業時に生ずる汚水からの悪臭の防止、廃棄物等保管場所に持ち込

むまでの小売業者による廃棄物等の適正な管理等、上記廃棄物等の保管や運搬、処理に関

連して、生活環境問題を発生させるおそれがある場合には、かかる問題についても適正な

対応策を講じなければならない。

（解説）

○ 鮮魚や生肉をさばいて調理するような食品加工場を付設している場合には、その作業に伴

い廃棄物が発生するとともに悪臭を伴う汚水が生じることがある。これらについても周辺住

民からの苦情の一因となっている事例も多く、十分な管理が求められる。

(3)街並みづくり等への配慮等

○ 地域において明確な計画の下で周辺の環境整備が行われている場合に、後から出店した大

規模小売店舗の施設の配置や運営がそれらの取組みを阻害しないことを求める項である。

大規模小売店舗は、地域の生活空間における中核となりうる施設であることから、従来

から当該店舗が立地する地域において統一した色彩や外観整備による街並みづくりが継続

して行われている場合、こうした取組みを阻害することのないように調和を図るよう努め

なければならない。

（解説）

大規模小売店舗の店舗や駐車場その他の付属施設は、その規模や外壁の面積、商店街等の
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街路に接している長さ等が大きいため周辺の景観に相当の影響を与える建造物であることか

ら、既に計画的に景観確保の取組みがなされている地域においては、後から出店することと

なる大規模小売店舗が必要な調和を図ることを求めている。

具体的には、当該地域が地区計画、風致地区若しくは美観地区が定められている地区又

は建築協定が締結されている地区である場合にはこれらに定められている事項に建築計画

を合致させることはもちろんのこと、地方公共団体が景観条例により当該地域を指定して

いる場合においては、この趣旨に沿うよう施設の配置や構造を工夫するよう努めることが

必要である。

（解説）

地域全体における計画、規定に即した建築計画、またその規定に示した事項についてだけ

ではなく当該計画が制定された趣旨を考慮して施設の配置・構造を検討することを求めてい

る。ここで掲げている計画は、地域住民等が合意形成を行って作成するものであり、以下の

ような性質を持つものである。

(1) 地区計画：

都市計画法第１２条の５に定められている。地区計画は、整備・開発及び保全に関する方

針と地区整備計画からなり、地区整備計画には、施設及び建築物の整備並びに土地利用に関

する事項を定めるものである。

(2) 風致地区：

都市計画法第８条に都市計画に定める地区として規定されている。都市の風致を維持する

ために定める地区であり、自然的要素に富んだ土地の自然的景観をなるべく残そうとするも

のである。風致地区内の制限は、政令で定める基準の範囲内において都道府県等の条例で定

められることとなる。

(3) 美観地区：

都市計画法第８条に規定されている。市街地の美観を維持するために定める地区であり、

、 、 、都市における建築物の配置 構造 意匠等が市街地の公共施設等を調和と均整のとれた形態

意匠を保つようにしようとするもの。地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関

する制限は、地方公共団体の条例で定められることとなる。

(4) 景観条例：

地方公共団体が、都市景観の保持等の観点から制定する条例。

また、市町村等の策定する公的計画に基づいて、既に周辺地域全体として商店街等のア

ーケードの整備や街路に面する敷地の植栽等連続性を必要とする街並みづくりがなされて

いる場合には、これら事業の効果を減殺することのないよう適切な協力を行うことが必要

である。

（解説）

○ 市町村が策定する中心市街地活性化の基本計画や商店街振興組合等の高度化事業計画等に

位置付けられた事業の中で、特にアーケードの整備や植栽、統一的なコンセプトによる外観

づくりといったものは、街路に沿った連続性がその効果を左右する重要な要素であり、そこ

に大規模小売店舗の施設を配置する際には、これを断続してしまうようなことがないよう必

要な協力を行うよう配慮を求めている。なお、この際にも、設置者の負担は社会的に見て合
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理的な水準でなくてはならないことは言うまでもない。

さらに、夜間に屋外照明や広告塔照明を設置する場合には、周辺の住居に直接光が当た

ることにより居住者に悪影響を与えることがないよう、照明の配置や方向、強さ、点灯時

間に配慮することが必要である。

（解説）

○ 屋外照明や広告塔を設置する場合、その位置、構造によっては照明光が住居内に強く射し

込み、居住者の安眠、プライバシーを阻害することとなるおそれがあるため配慮を求めてい

る。特に、当該店舗に隣接してマンション等が存在する場合には、店舗の建物の屋上に設置

された広告塔の強い光が住居内に直接入って悪影響を与えることがあり得るため、必要に応

じて照明の配置や方向等を調整することを求めている。


